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１ プロポーザル方式及び総合評価落札方式の概要 

 １－１ 発注方式の選定の考え方 
測量業務の発注に当たっては、測量業務の内容に照らして技術的な工夫の余

地が小さい場合を除き、プロポーザル方式、総合評価落札方式（標準型又は簡

易型）のいずれかの方式を選定することを基本とする。図１に各方式を選定す

る際の基本的な考え方を示す。 

（１）プロポーザル方式 
当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求される業務

であって、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を

期待できる場合は、プロポーザル方式を選定する。なお、上記の考え方を前

提に、業務の予定価格を算出するに当たって標準的な歩掛がなく、その過半

に見積を活用する場合においてもプロポーザル方式を選定する。 

ただし、予定価格の算出においてその過半に見積を活用する業務であって

も、業務の内容が技術的に高度ではないもの又は専門的な技術が要求される

業務ではない簡易なもの等については総合評価落札方式又は価格競争入札方

式を選定できる。 

プロポーザル方式においては、業務内容に応じて具体的な取り組み方法の

提示を求めるテーマ（評価テーマ）を示し、評価テーマに関する技術提案と

当該業務の実施方針の提出を求め、技術的に最適な者を特定する。 

（２）総合評価落札方式（標準型又は簡易型） 
事前に仕様を確定可能であるが、入札者の提示する技術等によって、調達

価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずることが期待でき

る場合は、総合評価落札方式を選定する。総合評価落札方式には標準型及び

簡易型を定める。 

総合評価落札方式を選定した場合において、当該業務の実施方針以外に、

業務内容に応じて具体的な取り組み方法の提示を求めるテーマ（評価テー

マ）を示し、評価テーマに関する技術提案を求めることによって、品質向上

を期待する業務の場合は、標準型の総合評価落札方式を選定し、評価テーマ

に関する技術提案を求める必要はない場合は、簡易型の総合評価落札方式を

選定する。 

標準型においては、業務の仕様の範囲内で品質向上の方法の提示を求める

評価テーマを示し、評価テーマに関する技術提案と当該業務の実施方針を求

め、価格との総合評価を行う。なお、業務の難易度に応じ実施方針と評価テ

ーマ数が１つで評価が可能な業務については、原則として価格と技術の評価

に関する配点の比率を１：２とし、さらに、より業務の難易度が高く実施方
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針及び評価テーマ数が２つで評価する必要がある業務については１：３とす

る。 

なお、評価テーマ数が１つであっても、入札者に対して高度な技術提案を

求めること及び高い知識又は構想力・応用力を十分に確認することができ、

業務の品質向上が期待できる難易度の高い業務については、配点比率を１：

３とすることも可能とする。 

簡易型においては、技術提案として、当該業務の実施方針の提出を求め、

価格との総合評価を行う。価格と技術の評価に関する配点の比率は原則１：

１とし、業務の難易度に応じて１：２を用いることも可能とする。 

（３）価格競争方式（参考） 
上記（１）、（２）の方式によらない場合においては、入札参加要件として

一定の資格・成績等を付すことにより品質を確保できる業務は価格競争方式

を選定する。 
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①プロポーザル方式 

 実施方針＋評価テーマ 

②総合評価落札方式（標準型） 

価格点：技術点の割合 

 1 : 2 ～ 1 : 3  

 実施方針＋評価テーマ 

・ 評価テーマ 2 つ以上の場合は 1：3 

・ 評価テーマ 1 つの場合は 1：2 

※業務の難易度に応じて 1：3 も使用可 

③総合評価落札方式（簡易型） 

価格点：技術点の割合 

 1 ： 1 ※  

 実施方針のみ 

（評価テーマは求めない） 

※業務の難易度に応じて 1：2 も使用可 

④価格競争方式 

 （指名段階で）資格、実績、成績 

発注方式の選定フロー 発注方式 

１．当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的
な技術が要求される業務であって、提出された技術
提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を
期待できる業務 
 なお、上記の考え方を前提に、業務の予定価格を
算出するに当たって標準的な歩掛がなく、その過半
に見積を活用する業務 

①当該業務の実施方
針と併せて、評価テ
ーマに関する技術
提案を求めること
によって、品質向上
を期待できる業務 

②当該業務の実施方針
のみで、品質向上を
期待できる業務 

３．入札参加条件として、一定の資格・実績・成績等を
付すことにより品質を確保できる業務 

図１ 測量業務における発注方式を選定する際の基本的な考え方 

２．事前に仕様を確定可
能であるが、入札者の
提示する技術等によ
って、調達価格の差異
に比して、事業の成果
に相当程度の差異が
生ずることが期待で
きる業務 

当

該

測

量

業

務
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１－２ プロポーザル方式及び総合評価落札方式における入札時の手続 
（１）一般的事項 
① 技術的要件及び入札の評価に関する基準については、説明書において明ら

かにするものとし、この旨手続開始の公示等において明記するものとする。 

② 発注者は、技術的要件及び入札の評価に関する基準を、仕様に関する書類

（以下「仕様書」という。）及び評価に関する書類（以下「評価基準」とい

う。）において定める場合にあっては、説明書の一部として速やかに交付す

る。 

③ 技術的要件は、必須の要求要件及びそれ以外の要求要件に区分して、説明

書（仕様書を含む。）において明らかにするものとする。 

④ 技術的要件は、調達上の必要性・重要性に基づき、適切に設定するものと

する。 

⑤ 必須の要求要件については、発注者が実際に必要とする最低限の内容に限

るものとする。 

⑥ 必須以外の要求要件については、評価基準において定める評価項目として

評価の対象とするものに限るものとし、評価の対象としないものは記載し

ない。 

⑦ 技術的要件は、定量的に表示し得るもの（技術等を数値化できるもの）は、

原則として数値で表すこととし、それが困難で定性的に表示せざるを得な

いものについては、可能な限り詳細かつ具体的に記載する。 

（２）評価基準 
① 評価に関する基準は、評価項目、得点配分（プロポーザル方式の場合は技

術等の得点、総合評価落札方式の場合は入札価格の得点及び技術等の得

点）、その他の評価に必要な事項とし、説明書（評価基準を含む。）におい

て明らかにするものとする。 

② 技術等の評価項目及び得点配分は、調達上の必要性・重要性に基づき、適

切に設定するものとする。 

③ 総合評価落札方式の場合、調達上の必要性・重要性に照らし、必要な範囲

を超えたものは、評価の対象からは除外するものとする。 

④ 技術等の評価項目については、可能な限りその評価する内容を詳細かつ具

体的に示すものとする。この場合において、あらかじめ数値等により定量

的に評価する範囲（上限値等）を示すことができるものについては、当該

評価項目毎にその旨を明記することとする。 

⑤ 総合評価落札方式の場合、入札価格の得点と技術等の得点との配点割合は、

当該調達及び評価の目的・内容等を勘案して適切に設定するものとする。 

⑥ 技術等の評価項目設定の指針となる事項について例示すれば、次のとおり
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である。 

1)配置予定技術者の経験及び能力に関する事項 

配置予定技術者の実績としては、主任技術者あるいは作業班長として従事

した実績を評価対象とするものとする。なお、配置予定技術者が審査及び

評価の対象期間中に出産・育児等の真にやむを得ない事情により休業を取

得していた場合には、入札・契約手続の公平性の確保を踏まえた上で、原

則、休業期間に相当する期間を審査及び評価の対象期間に加えるものとす

る。 

・技術者資格等 

・同種又は類似業務等の実績の内容 

・過去に担当した業務の成績、表彰 

・手持ち業務量 

2)業務の実施方針等に関する事項 

・業務理解度 

・実施手順の妥当性 

3)提案内容の的確性、実現性及び独創性に関する事項 

・総合的なコストに関する事項 

・測量・精度に関する事項 

・社会的要請に関する事項 

（３）評価 
① 評価は、説明書（仕様書及び評価基準を含む。）に基づいて行うものとし、

説明書に記載されていない技術等は評価の対象としない。 

② 技術等の評価は、発注者による公正、公平な審査を通じて適切に行うもの

とする。 

また、当該審査に当たっては、全ての参加者に共通の基準で行うこととし、

特定の参加者の評価に特定の方法を用いない。 

③ 必要に応じ、開札前に資料のヒアリングを実施することができる。ヒアリ

ングは、電話、対面又はインターネットにより実施する。なお、その場合

には、その旨を説明書において明らかにするものとする。 

④ 必須の評価項目については、説明書（仕様書を含む。）に記載された必須の

要求要件で示した最低限の要求要件を満たしているか否かを判定し、合格、

不合格の決定をする。 

⑤ 必須以外の評価項目については、説明書（仕様書を含む。）に記載された必

須以外の要求要件を満たしているか否かを判定し、当該要求要件を満たし

ている場合は、説明書（評価基準を含む。）に基づき得点を与える。 

⑥ 定性的な評価項目に関する評価に当たっては、十分、合理的な理由をもっ
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て行うものとする。 

⑦ 技術等の評価に当たり、実施試験を課す場合には、公正かつ無差別な手段

で行われることを確保するため、当該試験の実施内容・方法等を説明書に

おいて明らかにするものとする。 

 

１－３ 同種類似業務の基本的な考え方について 
① 「同種業務」とは、一般的な技術体系の中で、発注する業務内容から鑑みて、

同種の技術内容によって行われた業務とする。 

② 「類似業務」とは、一般的な技術体系の中で、発注する業務内容から鑑みて、

類似の技術内容によって行われる業務とする。 

③ 発注する業務内容から鑑みて、十分な競争環境に留意しつつ、測量方法、業務

内容等の条件を付すことができるものとする。  

④ 「同種業務」又は「類似業務」の実績は、国、都道府県、政令市の実績につい

て評価する。 

（なお、市町村、高速道路会社等の実績についても、上記と同等のものについ

ては評価する。） 

⑤ 同種・類似の設定に当たっては、十分な競争性を確保するため、参加可能者数

を確認のうえ、業務内容に応じ適切な設定を行うものとする。 

 

１－４ 地域精通度等の設定について 
① プロポーザル方式においては、地域貢献度は評価しない。地域精通度は必要

に応じ企業の評価（選定段階）の指標とする。 

② 総合評価落札方式においては、業務実施可能者数を勘案した上で、必要に応

じ地域精通度等を設定し、企業の評価（指名段階）の指標とする。 

③ 価格競争方式においては、業務実施可能者数を勘案した上で地域精通度等を

適宜設定するものとする。 

 

表１－１ 発注方式別の地域精通度等の考え方 

 地域精通度 地域貢献度 

プロポーザル方式 ○ × 

総合評価落札方式 ○ ○ 

価格競争方式 
◎ 

（十分な競争参加者数が確保され

ない場合はこの限りでない） 

○ 

◎：適宜採用・評価する ○：必要に応じて採用・評価 ×：採用・評価しない 

※１：地域精通度／一定の地域内における「本店」又は「支店又は営業所等」の有無 

※２：地域貢献度／一定の地域内における国、地方公共団体等との災害協定等に基づく活動実績の有無 
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１－５ 業務表彰の取扱い 
① 業務表彰の取扱いについては、国土地理院から受けた表彰について評価する

ものとし、地方整備局等から受けた表彰については評価しないものとする。 

② 企業が受けた「国土地理院長表彰」「地方測量部長等表彰」及び「感謝状」は、

企業の評価（選定・指名段階）の指標とする。 

③ 配置予定技術者が受けた「優良技術者表彰」は、配置予定技術者の評価（選

定・指名段階及び特定・入札段階）の指標とする。また、「国土地理院長表彰」

又は「地方測量部長等表彰」を受けた業務に従事した経験がある場合も同様

に評価するものとする。 

 

１－６ 参考見積の取扱い 
総合評価落札方式において参考見積を徴収する場合は、入札公告又は入札説明

書においてその旨明記するとともに、当該見積に関する部分の内訳歩掛をできる

だけ早く入札説明書等ダウンロードシステムによって開示することにより、参加

予定者が入札価格を算定するための期間を十分確保するように努めるものとす

る。 
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２ プロポーザル方式及び総合評価落札方式の実施手順 
２－１ プロポーザル方式の実施手順 

プロポーザル方式を実施する場合の標準的な手順は、図２のとおりとする。日

数については業務の内容に応じ短縮可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図２ プロポーザル方式の実施手順 
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参 加 資 格 条 件 の 審 査 

(入札・契約手続運営委員会) 

参 加 表 明 書 の 提 出 期 限 

手 続 開 始 の 公 示 

( 説 明 書 の 交 付 開 始 ) 

技 術 提 案 書 提 出 者 の 選 定 

(入札・契約手続運営委員会) 

選定通知/提案書要請書の送付 

非 選 定 理 由 の 説 明 要 求 

理 由 の 説 明 要 求 に 係 る 回 答 
技 術 提 案 書 の 提 出 期 限 

ヒ ア リ ン グ の 実 施 

技 術 提 案 書 の 評 価 決 定 

(入札・契約手続運営委員会 * 8) 

技 術 提 案 書 の 評 価 

 

技 術 提 案 書 の 特 定 ・ 通 知 

非 特 定 理 由 の 説 明 要 求 

理 由 の 説 明 要 求 に 係 る 回 答 

・業務の概要 

・参加表明書及び技術提案書の作成・提出方法 

・技術提案書提出者の選定基準、評価基準等 

・主任技術者等の経験及び能力 

・業務の実施体制 

・選定基準に基づき３～５者程度を選定 

契 約 の 締 結 

・非選定者には理由を付して通知 

・標準プロポーザルの場合 

・２者以下の場合は追加要請 

・非特定者には理由を付して通知 

・予定価格の範囲内で契約の交渉 

15
日

 

15
日 

10
～
15
日

 

10
～
15
日

 

40
日
以
上 

15
～
20
日

 

15
～
20
日

 

15
～
25
日 

15
～
25
日 

15
～
25
日 

政
府
調
達
協
定
対
象

で
あ
っ
て
基
準
額

以
上
の
業
務 

政
府
調
達
協
定
対
象

で
あ
っ
て
五
千
万
円

以
上
の
業
務 

そ
の
他
の
業
務 

15
日
程
度 

15
日
程
度 

15
日
程
度 

10 日以内*6 

7 日以内*6,7 

7 日以内*7 

10 日以内 

*1 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令第 3 条第 1 項に規定する財務大臣の定める額 

*2 必要に応じて総合評価審査委員会等の意見聴取を実施 

*3 簡易公募型に準じた方式の場合は、7 日まで短縮可能 

*4 設計共同体の参加を認める場合は 20 日まで延長可能 

*5 適宜短縮可能 

*6 簡易公募型の場合は 5 日 

*7 行政機関の休日に関する法律(昭和 61 年法律第 91 号)

第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない。 

*8 予定価格が 1,000 万円を超える場合に実施 

*2 

受 注 意 思 確 認 

*2 
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２－２ プロポーザル方式（手続短縮型）の実施手順 
プロポーザル方式（手続短縮型）を実施する場合の標準的な手順は、図３のと

おりとする。日数については業務の内容に応じ短縮可能とする。 

また、プロポーザル方式（手続短縮型）では、技術提案書の提出者の絞り込み

は行わず、参加表明書と技術提案書を同時に提出することにより、手続に要する

期間の短縮を図ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３ プロポーザル方式（手続短縮型）の実施手順 

参 加 資 格 条 件 の 審 査 

(入札・契約手続運営委員会) 

参加表明書・技術提案書の提出期限 

手 続 開 始 の 公 示 

( 説 明 書 の 交 付 開 始 ) 

技 術 提 案 書 提 出 者 の 選 定 

(入札・契約手続運営委員会) 

選 定 通 知 

非 選 定 理 由 の 説 明 要 求 

理 由 の 説 明 要 求 に 係 る 回 答 

ヒ ア リ ン グ の 実 施 

技 術 提 案 書 の 評 価 決 定 

(入札・契約手続運営委員会) 

技 術 提 案 書 の 評 価 

 

技 術 提 案 書 の 特 定 ・ 通 知 

非 特 定 理 由 の 説 明 要 求 

理 由 の 説 明 要 求 に 係 る 回 答 

・業務の概要 

・参加表明書及び技術提案書の作成・提出方法 

・技術提案書提出者の選定基準、評価基準等 

・主任技術者等の経験及び能力 

・業務の実施体制 

・選定基準に基づき参加要件を満たしている者を選定 

契 約 の 締 結 

・非選定者には理由を付して通知 

・非特定者には理由を付して通知 

・予定価格の範囲内で契約の交渉 

10
～
15
日 

15
日
程
度 

5 日以内 

5 日以内*2 

5 日以内*2 

5 日以内 

*1 必要に応じて総合評価審査委員会等の意見聴取を実施 

*2 行政機関の休日に関する法律(昭和 61 年法律第 91 号)

第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない。 

*3 標準日数は実日数を記載しており、実行では土・日・祝

祭日等を考慮し調整。 

*1 

*1 

15
日 

15
～
25
日 

簡
易
公
募
型
又
は 

簡
易
公
募
型
に
準
じ

た
方
式 

（
手
続
短
縮
型
）
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２－３ 総合評価落札方式（標準型）の実施手順 
総合評価落札方式（標準型）を実施する場合の標準的な手順は、図４のとおり

とする。日数については業務の内容に応じ短縮可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４ 総合評価落札方式（標準型）の実施手順 

簡
易
公
募
型 

公

募

型 

参 加 資 格 条 件 の 審 査 

(入札・契約手続運営委員会) 

参 加 表 明 書 の 提 出 期 限 

手 続 開 始 の 公 示 

( 説 明 書 の 交 付 開 始 ) 

指 名 通 知 

ヒ ア リ ン グ の 実 施 

技 術 提 案 書 の 評 価 

(入札・契約手続運営委員会) 

入 札 及 び 開 札 

・業務の概要 

・参加表明書及び技術提案書の作成・提出方法 

・技術提案書提出者の選定基準、評価基準等 

・主任技術者等の経験及び能力 

・業務の実施体制 

・選定基準に基づき原則として 10 者を選定 

契 約 の 締 結 

・非指名者には理由を付して通知 

15
日

 

15
日 

10
～
15
日

 

10
～
15
日

 

40
日
以
上 

15
～
25
日 

20
日
以
内 

20
日
以
内 

政
府
調
達
協
定
対
象

で
あ
っ
て
基
準
額

以
上
の
業
務 

そ
の
他
の
業
務 

10 日以内*５ 

7 日以内*５,６ 

*1 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第

3 条第 1 項に規定する財務大臣の定める額 

*2 必要に応じて総合評価審査委員会等の意見聴取を実施 

*3 簡易公募型に準じた方式の場合は、7 日まで短縮可能 

*4 設計共同体の参加を認める場合は 20 日まで延長可能 

*5 簡易公募型の場合は 5 日 

*6 行政機関の休日に関する法律(昭和 61 年法律第 91 号)第 1

条に規定する行政機関の休日を含まない。 

技 術 提 案 書 の 提 出 期 限 

技 術 提 案 書 提 出 者 の 選 定 

(入札・契約手続運営委員会) 

*2 

*2 

理由の説明要求に係る回答 

非 指 名 理 由 の 説 明 要 求 

技 術 提 案 書 の 特 定 ・ 通 知 

簡
易
公
募
型

に
準
じ
た 

方
式 

政
府
調
達
協
定
対
象

で
あ
っ
て
四
千
万
円

以
上
の
業
務 

15
日

 

10
～
15
日

 

15
～
25
日 

20
日
以
内 
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２－４ 総合評価落札方式（簡易型）の実施手順 
総合評価落札方式（簡易型）を実施する場合の標準的な手順は、図５のとおり

とする。日数については業務の内容に応じ短縮可能とする。 

また、総合評価落札方式（簡易型）では、簡易公募型若しくはそれに準じた方

式を採用する場合において、図６のとおり、参加表明書の作成手続と技術提案書

の作成手続を併行して実施することにより、手続に要する期間の短縮を図ること

ができる。 

 

  
簡
易
公
募
型
又
は

簡
易
公
募
型
に
準

じ
た
方
式 

参 加 資 格 条 件 の 審 査 

(入札・契約手続運営委員会) 

参 加 表 明 書 の 提 出 期 限 

手 続 開 始 の 公 示 

( 説 明 書 の 交 付 開 始 ) 

指 名 通 知 

非 指 名 理 由 の 説 明 要 求 

理 由 の 説 明 要 求 に 係 る 回 答 

技 術 提 案 書 の 提 出 期 限 

ヒ ア リ ン グ の 実 施 

技 術 提 案 書 の 評 価 

(入札・契約手続運営委員会) 

技 術 提 案 書 の 特 定 ・ 通 知 

・業務の概要 

・参加表明書及び技術提案書の作成・提出方法 

・技術提案書提出者の選定基準、評価基準等 

・主任技術者等の経験及び能力 

・業務の実施体制 

・選定基準に基づき原則として 10 者を選定 

契 約 の 締 結 

・非指名者には理由を付して通知 

15
日

 

10
～
15
日

 

20
日
以
内 

10 日以内*4 
 

7 日以内*4,5 

*1 必要に応じて総合評価審査委員会等の意見聴取を実施 

*2 簡易公募型に準じた方式の場合は、7 日まで短縮可能 

*3 設計共同体の参加を認める場合は 20 日まで延長可能 

*4 簡易公募型の場合は 5 日 

*5 行政機関の休日に関する法律(昭和 61 年法律第 91 号)

第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない。 

10
～
20
日 

図５ 総合評価落札方式（簡易型）の実施手順 

*1 

*1 

技 術 提 案 書 提 出 者 の 選 定 

(入札・契約手続運営委員会) 

入 札 及 び 開 札 
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簡
易
公
募
型
又
は

簡
易
公
募
型
に
準

じ
た
方
式 

（
手
続
短
縮
）

 

参 加 資 格 条 件 の 審 査 

(入札・契約手続運営委員会) 

参 加 表 明 書 ・ 技 術 提 案 書 の 

提 出 期 限 

手 続 開 始 の 公 示 

( 説 明 書 の 交 付 開 始 ) 

指 名 通 知 

非 指 名 理 由 の 説 明 要 求 

理 由 の 説 明 要 求 に 係 る 回 答 ヒ ア リ ン グ の 実 施 

技 術 提 案 書 の 評 価 

(入札・契約手続運営委員会) 

技 術 提 案 書 の 特 定 ・ 通 知 

・業務の概要 

・参加表明書及び技術提案書の作成・提出方法 

・技術提案書提出者の選定基準、評価基準等 

・主任技術者等の経験及び能力 

・業務の実施体制 

・選定基準に基づき原則として 10 者を選定 

契 約 の 締 結 

・非指名者には理由を付して通知 

15
日 

10
～
25
日 

4
日 

 

5 日 

5 日*２ 

*1 必要に応じて総合評価審査委員会等の意見聴取を実施 

*2 行政機関の休日に関する法律(昭和 61 年法律第 91 号)

第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない。 

*3 標準日数は実日数を記載しており、実行では土・日・

祝祭日等を考慮し調整。 

図６ 総合評価落札方式（簡易型：手続短縮）の実施手順 

*1 

*1 

指 名 通 知 者 の 選 定 

(入札・契約手続運営委員会) 

入 札 及 び 開 札 

3
～
10
日 
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３ 測量業務におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の審査・評価 
３－１ 審査・評価に関する基本的な考え方 
（１）配点の基本的考え方 

① 参加表明者（企業）や配置予定技術者の「資格・実績等」よりも「成績・

表彰」の配点割合を高くする。ただし、「成績・表彰」を重視しすぎること

により企業の新規参入や若手技術者の起用を阻害しないよう配慮する。 

② 参加表明者（企業）の評価よりも配置予定技術者の評価を重視する。 

③ 作業班長の評価よりも主任技術者の評価を重視する。 

④ 実施方針、評価テーマに関する技術提案を重視（技術提案に対する配点合

計の 50％以上）する。 

（２）選定・指名段階における配点 
プロポーザル方式及び総合評価落札方式（標準型及び簡易型）の選定・指名

段階における参加表明者（企業）の「資格・実績等」「成績・表彰」及び配置予

定技術者の「資格・実績等」「成績・表彰」に対する評価ウェイトは、以下の表

のとおりとする。 

 

表３－１ 選定・指名段階における評価ウェイト 

（プロポーザル方式・総合評価落札方式（標準型及び簡易型）） 

評価項目 
参加表明者（企業） 配置予定技術者 

資格・実績等 成績・表彰 資格・実績等 成績・表彰 

評価ウェイト 12% 35% 18% 35% 

 

（３）特定・入札段階における配点 
① プロポーザル方式の特定段階における配置予定技術者の「資格・実績等」

「成績・表彰」及び「実施方針等」「評価テーマに関する技術提案」に対

する評価ウェイトは、以下の表のとおりとする。 

 

表３－２ プロポーザル方式の特定段階における評価ウェイト 

評価項目 
配置予定技術者 技術提案等 

資格・実績等 成績・表彰 実施方針等 評価テーマに関する技術提案 

評価ウェイト 10% 15% 25% 50% 
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② 総合評価落札方式（標準型及び簡易型）の入札段階における配置予定技術

者の「資格・実績等」「成績・表彰」及び「実施方針等」「評価テーマに関

する技術提案」に対する評価ウェイトは、以下の表のとおりとする。 

 

     表３－３ 総合評価落札方式（標準型及び簡易型）の入札段階における評価ウェイト 

評価項目 

配置予定技術者 賃上げ 技術提案等 

資格・ 

実績等 

成績・ 

表彰 

実施の 

表明 
実施方針等 

評価テーマに 

関する技術提案 

評価 

ウェイト 

価格点：技術

評価点 

1:3 の場合 

10% 15% 5% 20% 50% 

1:2 の場合 15% 18% 5% 25% 37% 

1:1 の場合 25% 25% 5% 45% － 

 

③ 図７に、これらを踏まえた技術評価の基本的な考え方を示す。 
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発注方式 ①プロポーザル方式 
②総合評価落札方式 

（標準型） 

③総合評価落札方式 

（簡易型） 

評

価

項

目

 

選定・指名段階 

の技術評価 

企業の 

資格・ 

実績等 

企業の成績・表彰 
技術者の 

資格・実績等 
技術者の成績・表彰 

12% 35% 18% 35% 
 

選定・指名者数 原則 5 者を選定 原則 10 者を指名 

特定・入札段階 

の技術評価 

技術者の資格・実績等 10% 

技術者の成績・表彰 15% 

実施方針等 25% 

評価テーマ 50% 

 

(1:3 の配点イメージ) 

価格点 

技術者の資格・実績 10% 

技術者の成績・表彰 15% 

賃上げ表明 5% 

実施方針等 20% 

評価テーマ 50% 

1 3 

 

(1:2 の配点イメージ) 

価格点 

技術者の資格・実績 15% 

技術者の成績・表彰 18% 

賃上げ表明 5% 

実施方針等 25% 

評価テーマ 37% 

1 2 
 

 

(1:1 の配点イメージ) 

価格点 

技術者の資格・ 
実績等 25% 

技術者の成績・ 
表彰 25% 

賃上げ表明 5% 

実施方針等 
45% 

1 1 

技術提案の 

内容 

実施方針及び 

評価テーマ 
実施方針のみ 

ヒアリングの 

実施 
実施 

価格点：技術点 

の設定 
－ 1:2～1:3 

1：1 

※業務の難易度に応じて

1:2 も使用可 

 

図７ 測量業務における技術評価の基本的な考え方 
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（４）選定・指名者数の基本的な考え方 
① プロポーザル方式における技術提案書の提出者の選定者数については、５

者を原則とする。ただし、選定の対象となる最下位順位の者で同評価の提

出者が複数存在する等の場合には５者を超えて選定するものとする。 

② 総合評価落札方式における技術提案書の提出者数の指名者数については、

10 者を原則とする。なお、指名の対象となる最下位順位の者で同評価の提

出者が複数存在する等の場合には 10 者を超えて指名するものとする。 

（５）技術者資格等の設定の考え方 
プロポーザル方式及び総合評価落札方式における技術者資格の設定は、国土

地理院に登録されている認定資格の中から、業務内容に応じて適切に設定する

ものとする。また、高度な技術検討等の業務の場合は、技術士、博士等を設定

することも可能とする。 

（６）技術者育成の試行について 
① 平成 26 年に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」におけ

る中長期的な担い手の育成・確保に資するため、若手技術者に配慮した評

価項目及び配点とする試行業務を実施する。 

② 技術者育成の機会均等と業務における育成への注力を図るため、「国土地理

院が発注する「他の技術者育成の試行業務」に主任技術者として従事して

いないこと」を配置予定主任技術者の参加要件とする。 

③ 試行業務は、若手主任技術者の育成・確保のための「主任技術者型」と若

手作業班長の育成・確保のための「作業班長型」として実施する。なお、

「作業班長型」として実施する場合は、当該業務の配置予定主任技術者に

は②の参加要件を課さないものとする。 

④ 「主任技術者型」は、公示年度の４月１日現在の満年齢が 45 才以下の若手

技術者を主任技術者として配置した場合に、主任技術者及び作業班長とし

ての「実績」及び「成績・表彰」を評価するとともに、年齢の区分に応じ

た加点を実施する。 

⑤ 「作業班長型」は作業班長の「実績」及び「成績・表彰」の評価は行わず、

「資格等」の配点を大きくして評価するとともに、公示年度の４月１日現

在の満年齢が 40 才以下の若手技術者を作業班長として配置した場合に、年

齢の区分に応じた加点を実施する。 

⑥ 指名段階における参加表明者（企業）の「資格・実績等」「成績・表彰」及

び配置予定技術者の「資格・実績等」「成績・表彰」「年齢」に対する評価

ウェイトは、次の表のとおりとする。 
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表３－４ 総合評価落札方式（技術者育成の試行）の指名段階における評価ウェイト 

評価項目 
参加表明者（企業） 配置予定技術者 

資格・実績等 成績・表彰 資格・実績等 成績・表彰 年齢 

評価ウェイト 

（主任技術者型） 
12% 35% 17% 34% 2% 

評価ウェイト 

（作業班長型） 
12% 35% 23% 18% 12% 

 

⑦ 入札段階における配置予定技術者の「資格・実績等」「成績・表彰」「年齢」

及び「実施方針等」に対する評価ウェイトは、以下の表のとおりとし、価

格と技術の評価に関する配点の比率は、１：１（簡易型）とする。 

 

表３－５ 総合評価落札方式（技術者育成の試行）の入札段階における評価ウェイト 

評価項目 
配置予定技術者 賃上げ 技術提案等 

資格・実績等 成績・表彰 年齢 実施の表明 実施方針等 

評価ウェイト 

（主任技術者型） 
11/60 17/60 2/60 3/60 27/60 

評価ウェイト 

（作業班長型） 
14/60 10/60 6/60 3/60 27/60 

 注：「価格点：技術評価点」は｢1:1｣とする。 

 

（７）業務チャレンジ型の試行について 
⑧ 防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中、

災害対応を含む地域における社会資本の維持管理を担う企業技術力の低

下や減少によって、安全・安心な地域生活に支障をきたすことが懸念され

る。 

⑨ 地域企業の活用の拡大と育成及び測量技術者の持続的な技術力の確保・向

上を図ることを目的として、近年、国土地理院発注業務の受注実績がない

企業に配慮した評価項目及び配点とする試行業務を実施する。 

⑩ 成績・表彰については、加点評価の対象としない。 

⑪ 指名段階における参加表明者（企業）及び配置予定技術者の「資格・実績

等」に対する評価ウェイトは、次の表のとおりとする。 
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表３－６ 総合評価落札方式（業務チャレンジ型の試行）の指名段階における評価ウェイト 

評価項目 
参加表明者（企業） 配置予定技術者 

資格・実績等 資格・実績等 

評価ウェイト 40% 60% 

 

⑫ 入札段階における配置予定技術者の「資格・実績等」及び技術提案書の「実

施方針等」に対する評価ウェイトは、以下の表のとおりとし、価格と技術

の評価に関する配点の比率は、１：１（簡易型）とする。 

 

表３－７ 総合評価落札方式（業務チャレンジ型の試行）の入札段階における評価ウェイト 

評価項目 
配置予定技術者 賃上げ 技術提案等 

資格・実績等 表明の実施 実施方針等 

評価 

ウェイト 

価格点：技術評価点 

1:1 
50% 5% 45% 
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３－２ プロポーザル方式における具体的な審査・評価について 
（１）業務説明書 

手続開始の公示を行う際に交付する業務説明書において明示すべき事項は、

以下のとおりとする。 

 

１．手続開始の公示日 

２．契約担当官等 

３．業務概要 

（１）業務名 

（２）業務の目的 

（３）業務内容 

（４）技術提案を求める特定テーマ 

（５）業務の打合せ 

（６）成果品 

（７）履行期限 

（８）電子入札 

（９）電子契約 

（10）その他 

４．技術提案書の提出者に要求される資格要件 

（１）基本的要件 

（２）参加表明書に関する要件 

５．技術提案書の提出者を選定するための基準 

（１）参加表明者（企業）に関する評価 

（２）配置予定技術者に関する評価 

６．参加表明書の留意事項 

（１）作成方法 

（２）提出期限、提出先及び提出方法 

（３）ファイル形式 

（４）選定・非選定通知 

７．技術提案書を特定するための基準 

（１）配置予定技術者に関する評価 

（２）実施方針等に関する評価 

（３）評価テーマに関する評価 

（４）参考見積 

８. 技術提案書の留意事項 

（１）基本事項 

（２）作成方法 

（３）参考見積 

（４）提出期限、提出先及び提出方法 

（５）既存資料の閲覧 

（６）ヒアリング 

（７）特定･非特定の通知 
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９．業務説明書の内容についての質問の受付及び回答 

10. 支払条件 

11. 苦情申立てに関する事項 

12. その他の留意事項 
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（２）選定段階での技術評価 
参加表明者及び配置予定技術者を対象に、以下の項目について、技術的能力

の審査を行う。審査の結果、参加要件を満たしていない者は、選定及び技術提

案書提出要請を行わない。また、要件を満たしている者が５者を超える場合に

おける評価点上位５者以外の者についても、原則として選定及び技術提案書の

提出要請を行わないこととする。ただし、選定の対象となる最下位順位の者で

同評価の提出者が複数存在する等の場合には５者を超えて選定するものとす

る。 

なお、手続短縮型で実施する場合は参加要件を満たす全ての者を選定する。 

 

【①企業の評価】 

ア 選定されるために必要な要件（必須要件） 

評価項目 判 断 基 準  設定 

登録状況等 

次のア及びイに該当していること。 

ア 「令和○・○年度国土地理院測量業務に係る一般競争（指名競

争）参加資格」のうち業務種別「○○測量」の認定を受けている。 

イ 測量法第 55 条に基づく測量業の登録を受けている。 

【注：調査研究の場合はイの要件は必須としない。】 

必須条件 

同種又は類

似業務の実

績の有無 

過去 10 か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年度に元

請けとして当該業務と同種又は類似業務の実績を１件以上有している

こと。（国土地理院から請け負った測量業務においては、公示日までに

測量作業等（又は測量業務）成績評定通知書による通知を受けている

ものを評価対象とする。また、当該測量業務の成績評定点が 60 点未満

の場合は実績として認めない。） 

【注：過去 10 か年度の間又は当該年度の実績とする。業務実績は、国、都道府県、市区

町村等の公共測量並びに国土地理院の基本測量及び公共測量の実績について評価対象

とする。】 

必須条件 

使用する機

器 

本業務に使用するため、次に示す全ての機器を所有又はリースによ

り保有していること。なお、参加表明書に記載した機器を本業務に使

用すること。また、使用する機器は国土地理院に測量機器登録された

機種であること。 

 ア ○○○○  ○台以上 

 イ △△△△  ○台以上 

【注：所有又はリースにより保有していることを指名の条件とする場合の記述。特に必

要な場合に設定する。「また、～」の記載は、特に限定する場合の記載とする。 

必要に応
じて設定 

  



 

22 
 

技術者の配

置状況 

（業務実施

体制） 

本業務を実施するため次のア～ウの全ての者について、常時勤務す

る者を配置できること。なお、本業務では兼務できない。 

ア 主任技術者 

測量士の資格取得後、業務種別「○○測量」に関し８年以上の

実務経験を有する者１名。 

イ 作業班長 

測量士の資格取得後、業務種別「○○測量」に関し３年以上の

実務経験を有する者○名。 

ウ 担当技術者 

測量士又は測量士補の資格取得後、業務種別「○○測量」に関

し１年以上の実務経験を有する者○名以上。 

 

配置予定技術者は、「令和○・○年度国土地理院測量業務に係る一

般競争（指名競争）参加資格」の技術者として登録された者であるこ

と。 

【注１：実務経験年数は、主任技術者８年以上、作業班長３年以上、担当技術者１年以

上とする。】 

【注２：担当技術者に必要な資格等については、上記のほか、業務内容により追加の設

定が可能である。】 

必須条件 

成績評定点

の内容 

前年度（令和○年度）及び当該年度の国土地理院の業務種別「○○

測量」の成績評定点に 60 点未満がないこと。 
必須条件 

不誠実な行

為等の有無 

次のア～エに一つでも該当する者でないこと。 

ア 不誠実な行為 

契約に関し不誠実な行為があり、当該状態が継続しており契約

の相手方として不適当であると認められる場合 

イ 経営状況 

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等

の事実があり、経営状態が極めて不安定である場合 

ウ 安全管理の状況 

安全管理の状況が不適当である場合 

エ 労働福祉の状況 

労働福祉の状況が不適当である場合 

必須条件 

 

イ 原則として設定する項目 

評価項目 
評価の着眼点 

評価点 
 判断基準 

参
加
表
明
者
の

資
格
・
実
績
等 

業
務
実
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年度の業

務実績を次の順位で評価する。（国土地理院から請け負った測量業務

においては、公示日までに測量作業等（又は測量業務）成績評定通知

書による通知を受けているものを評価対象とする。また、当該測量業

務の成績評定点が 60 点未満の場合は実績として認めない。） 

①１１ 

② ７ 

③ ０ 
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経
験
及
び
能
力 

 

① 同種業務の実績がある。 

② ①の実績はないが、類似業務の実績がある。 

③ ①及び②の実績がない。 

【注：過去４か年度の間又は当該年度の実績とする。過度な条件とならないように適

宜設定する。業務実績は、国、都道府県、市区町村等の公共測量及び国土地理院の基

本測量及び公共測量の実績について評価対象とする。】 

等
の
推
進
に
関
す
る
指
標 

ワーク・ライフ・バランス等推進企業について下記の項目で評価す

る。 

 

① 公示日時点において以下のいずれかの認定を受けている。 
ア 女性活躍推進法に基づく認定等（プラチナえるぼし・えるぼし

認定企業等）※１ 
イ 次世代法に基づく認定（プラチナくるみん・くるみん（令和７

年４月１日以後の基準）・くるみん（令和４年４月１日～令和
７年３月 31 日までの基準）・トライくるみん（令和７年４月１
日以後の基準）・くるみん（平成 29 年４月１日～令和４年３月
31 日までの基準）・トライくるみん（令和４年４月１日～令和
７年３月 31 日までの基準）・くるみん（平成 29 年３月 31 日
までの基準）認定企業）※２ 

ウ 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）※３ 
② 上記以外。 

※１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年
法律第 64 号）第９条若しくは第 12 条の規定に基づく基準に適合
するものと認定された企業（労働時間等の働き方に係る基準を満
たすものに限る。）をいう。 

※２ 次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第 13 条
又は第 15 条の２の規定に基づく基準に適合するものと認定され
た企業をいう。 

※３ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）
第 15 条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業を
いう。 

① １ 

② ０ 

成
績
・
表
彰 

業
務
成
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年度の国

土地理院の業務種別「○○測量」の実績がある場合についての成績評

定点の平均点を次の順位で評価する。（当該年度の実績は、公示日ま

でに測量作業等（又は測量業務）成績評定通知書による通知を受けて

いるものを評価する。また、受注件数が１件以下である場合は評価対

象から除く。） 

 

① 85 点以上 

② 83 点以上 85 点未満 

③ 81 点以上 83 点未満 

④ 79 点以上 81 点未満 

⑤ 77 点以上 79 点未満 

⑥ 75 点以上 77 点未満 

⑦ 75 点未満又は受注件数が１件以下 

【注：過去４か年度の間及び当該年度の平均点とする。】 

①２５ 

②２１ 

③１７ 

④１３ 

⑤ ９ 

⑥ ５ 

⑦ ０ 
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優
良
表
彰 

国土地理院の業務種別「○○測量」について優良業務表彰又は感謝

状の実績を、次の順位で評価する。 

 

① 平成○年から令和○年の間に国土地理院長から優良業務表彰を

受けた実績がある。 

② ①の表彰の実績はないが、平成○年から令和○年の間に地方測

量部長等から優良業務表彰を受けた実績がある。 

③ ①及び②の実績はないが、公示日の４年前の日の翌日から公示

日までに国土地理院長から災害対策活動等への感謝状を受けた実

績がある。 

④ ①～③を受けた実績がない。 

 

※共同企業体の優良業務表彰については次のとおり評価する。 

（０～10） 

・現在共同企業体である者で、過去に同じ共同企業体（現在の共同企

業体と構成員が同じ共同企業体）として①又は②の実績がある場

合は、①又は②の評価点とする。 

・現在共同企業体である者で、構成員が過去に単体企業又は別の共

同企業体（現在の共同企業体と構成員が異なる共同企業体）の構成

員として①又は②の実績がある場合は、共同企業体の全ての構成

員を次のア～ウのいずれかにより評価して合計し、小数１位切捨

て、整数とした評価点とする。 

ア 構成員に①又は②を単体企業として受けた実績がある場合 

現在の共同企業体での出資割合に①又は②の評価点を乗じ

て評価。 

イ 構成員に①又は②を別の共同企業体として受けた実績がある

場合 

①又は②を受けた業務実施時の出資割合と現在の共同企業

体での出資割合のうち、小さい方に、①又は②の評価点を乗じ

て評価。 

ウ 構成員にア及びイを受けた実績がない場合 

０（ゼロ）として評価。 

・現在単体企業である者で、過去に共同企業体の構成員として①又

は②の実績がある場合は、①又は②を受けた業務実施時の出資割

合に①又は②の評価点を乗じ、小数１位切捨て、整数とした評価点

とする。 

【注：表彰の翌月から４年間とする。表彰の翌月（8/1）以降、公示開始の発注案件

から適用年を切り替える。感謝状は贈呈日から４年間とする。】 

①１０ 

② ８ 

③ ２ 

④ ０ 
※0～10 

 

【② 配置予定技術者の評価】 

ア 選定されるために必要な要件（必須条件） 

評価項目 判 断 基 準 設定 

配
置
予
定
主
任
技
術

資
格
要
件 

測量士の資格取得後、業務種別「○○測量」について８年以上の実務経

験があること。 

【注：主任技術者の実務経験年数は、８年以上とする。】 

必須条件 

手
持

公示日時点において手持ち業務量（本業務を除く。）の契約金額が５億円

以上又は件数が 10 件以上でないこと。（500 万円未満の契約は手持ち業務
必須条件 
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者 ち
業
務
量 

に含まない。）ただし、予定価格が 1000 万円を超える請負契約であって、

国土地理院の測量業務において調査基準価格を下回る金額で落札した業務

がある場合には、手持ち業務量の契約金額を５億円から２．５億円に、件

数を 10 件から５件にするものとする。 

なお、手持ち業務には、低入札価格調査を実施中のもの及びプロポーザ

ル方式における技術提案書特定後未契約のものを含むものとする。 

配
置
予
定
作
業
班
長 

資
格
要
件 

測量士の資格取得後、業務種別「○○測量」について３年以上の実務経

験があること。 

【注：作業班長の実務経験年数は、３年以上とする。】 
必須条件 

 

イ 原則として設定する項目 

評価 
項目 

評価の着眼点 評価点 

 判断基準 
主任 

技術者 
作業 
班長 

配
置
予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
・
実
績
等 

業
務
実
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年度

の同種又は類似業務の実績を有する者の内容を次の順位で評価

する。（国土地理院から請け負った測量業務においては、公示日

までに測量作業等（又は測量業務）成績評定通知書による通知を

受けているものを評価対象とする。また、当該測量業務の技術者

成績評定点が 60 点未満の場合は実績として認めない。） 

 

（配置予定主任技術者の場合） 

① 主任技術者又はこれに相当する技術者として同種業務の実

績を有する。 

② ①の実績はないが、主任技術者又はこれに相当する技術者

として類似業務の実績を有する。 

③ ①及び②の実績がない。 

 

（配置予定作業班長の場合） 

① 主任技術者、作業班長又はこれらに相当する技術者として

同種業務の実績を有する。 

② ①の実績はないが、主任技術者、作業班長又はこれらに相当

する技術者として類似業務の実績を有する。 

③ ①及び②の実績がない。 

【注：過去４か年度の間又は当該年度の実績とする。業務実績は、国、都道府県、

市区町村等の公共測量及び国土地理院の基本測量及び公共測量の実績について

評価対象とする。】 

① ６ 

② ４ 

③ ０ 

① ５ 

② ３ 

③ ０ 

技
術
者
資
格
等 

国土地理院に登録されている測量技術者の認定資格のうち業

務種別「○○測量」の区分Ａ（□□又は△△に限る）、区分Ｂ（□

□又は△△に限る）又は区分Ｃ（□□又は△△に限る）の認定を

受けている場合、次の順位で評価する。 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

① ２ 

② １ 

③ ０ 
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① 区分Ａ又は区分Ｂに該当する認定を受けている。 

② 区分Ｃに該当する認定を受けている。 

③ 認定を受けていない。 

※国土地理院に登録されている測量技術者の認定資格は次のア

ドレスを参照してください。 

https://www.gsi.go.jp/common/000111347.pdf 

【注１：○○には業務種別を記載する。】 

【注２：（□□又は△△に限る）には、評価対象とする測量技術者の認定資格登

録一覧の資格名称を記載する。ただし、評価対象を限定しない場合は、（□

□又は△△に限る）の記載を省略する。】 

【注３：区分Ａ,Ｂの２区分を評価する場合は、「①区分Ａに該当する認定を受け

ている。②区分Ｂに該当する認定を受けている。③認定を受けていない。」

とする。】 

【注４：研究業務等高度な技術検討や学術的知見を要する業務の場合に技術士資

格（○○部門）、博士（○学）を評価対象とすることができる。】 

継
続
教
育

取
組
姿
勢 

ＣＰＤの取組姿勢について下記の項目で評価する。 

 
① 測量系ＣＰＤ協議会又は全国測量設計業協会連合会が発行
する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等が有り、かつ各団体が
推奨する単位を満たしている。 

② 上記以外 
 

※継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等の写しは、次の条件を全
て満たすものとする。 

・ 公示日から過去１年以内又は公示日以降に発行されたもの
であること。 

・ 証明期間が１年（12 か月）以内であること 
・ 公示日から過去１年以内に証明期間の一部が含まれている

こと。（休業による評価期間の延長申請をしている場合はこ
の条件は含まない） 

・ 証明書は１件を評価する。複数件あるものは評価しない。 

【注：推奨単位 20 ポイント以上を評価対象とする。】 

① ２ 

② ０ 

① １ 

② ０ 

成
績
・
表
彰 

業
務
成
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年度

の国土地理院の業務種別「○○測量」の実績がある場合について

の技術者成績評定点の平均点を、次の順位で評価する。（当該年

度の実績は、公示日までに測量作業等（又は測量業務）成績評定

通知書による通知を受けているものを評価する。） 

なお、主任技術者は、主任技術者として従事した業務の平均点

とし、作業班長は、主任技術者及び作業班長として従事した業務

の平均点とする。 

 
① 85 点以上 
② 83 点以上 85 点未満 
③ 81 点以上 83 点未満 
④ 79 点以上 81 点未満 
⑤ 77 点以上 79 点未満 
⑥ 75 点以上 77 点未満 
⑦ 75 点未満又は実績なし 

①１０ 

② ９ 

③ ７ 

④ ５ 

⑤ ３ 

⑥ １ 

⑦ ０ 

①１０ 

② ９ 

③ ７ 

④ ５ 

⑤ ３ 

⑥ １ 

⑦ ０ 
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【注：過去４か年度の間及び当該年度の平均点とする。】 

優
良
表
彰 

平成○年から令和○年の間に国土地理院の業務種別「○○測

量」について優良技術者表彰を受けた実績又は優良業務表彰を

受けた業務に従事した経験を、次の順位で評価する。 

なお、優良技術者表彰の実績又は優良業務表彰を受けた業務

に従事した経験は、主任技術者の場合は、主任技術者としての実

績又は経験とし、作業班長の場合は、主任技術者又は作業班長と

しての実績又は経験とする。 

 

① 国土地理院長から優良技術者表彰を受けた実績がある。 

② ①の実績はないが、国土地理院長から優良業務表彰を受け

た業務に従事した経験がある。 

③ ①及び②の実績又は経験はないが、地方測量部長等から優

良業務表彰を受けた業務に従事した経験がある。 

④ ①～③の優良技術者表彰の実績及び優良業務表彰を受けた

業務に従事した経験がない。 

【注：表彰の翌月から４年間とする。表彰の翌月（8/1）以降、公示開始の発注

案件から適用年を切り替える】 

① ８ 

② ６ 

③ ４ 

④ ０ 

① ７ 

② ５ 

③ ３ 

④ ０ 

上記のうち、「技術者資格等」を除く評価においては、実績、経験、登録

証明書等として求める期間を、産前産後休業（労働基準法（昭和 22 年法律

第 49 号）第 65 条第１項又は第２項の規定による休業）、育児休業（育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成

３年法律第 76 号）第２条第１号に規定する休業）及び介護休業（同条第２

号に規定する休業）を取得した期間に応じて延長できることとする。 

 

 

合計 100点(100%) 
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（３）特定段階での技術評価 
技術提案書提出者により提出された技術提案書について評価する。以降に、

評価基準及び評価ウェイトの設定例を示す。 

 

※配置予定技術者を対象にヒアリングを実施すること。その場合、事前に提出

された実施方針及び評価テーマに関する技術提案の内容について確認する。 

 

【①配置予定技術者の評価】 

評価 
項目 

評価の着眼点 技術点 

 判断基準 
主任 

技術者 
作業 
班長 

配
置
予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
・
実
績
等 

業
務
実
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年

度の同種又は類似業務の実績を有する者の内容を次の順位で評

価する。（国土地理院から請け負った測量業務においては、公示

日までに測量作業等（又は測量業務）成績評定通知書による通

知を受けているものを評価対象とする。また、当該測量業務の

技術者成績評定点が 60 点未満の場合は実績として認めない。） 

 

（配置予定主任技術者の場合） 

① 主任技術者又はこれに相当する技術者として同種業務の実

績を有する。 

② ①の実績はないが、主任技術者又はこれに相当する技術者

として類似業務の実績を有する。 

③ ①及び②の実績がない。 

 

（配置予定作業班長の場合） 

① 主任技術者、作業班長又はこれらに相当する技術者として

同種業務の実績を有する。 

② ①の実績はないが、主任技術者、作業班長又はこれらに相

当する技術者として類似業務の実績を有する。 

③ ①及び②の実績がない。 

【注：過去４か年度の間又は当該年度の実績とする。業務実績は、国、都道府

県、市区町村等の公共測量及び国土地理院の基本測量及び公共測量の実績につ

いて評価対象とする。】 

① ６ 

② ３ 

③ ０ 

① ６ 

② ３ 

③ ０ 

技
術
者
資
格
等 

国土地理院に登録されている測量技術者の認定資格のうち業

務種別「○○測量」の区分Ａ（□□又は△△に限る）、区分Ｂ

（□□又は△△に限る）又は区分Ｃ（□□又は△△に限る）の

認定を受けている場合、次の順位で評価する。 

 

① 区分Ａ又は区分Ｂに該当する認定を受けている。 

② 区分Ｃに該当する認定を受けている。 

③ 認定を受けていない。 

※国土地理院に登録されている測量技術者の認定資格は次のア

ドレスを参照してください。 

https://www.gsi.go.jp/common/000111347.pdf 

① ３ 

② 1.5 

③ ０ 

① ３ 

② 1.5 

③ ０ 
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【注１：○○には業務種別を記載する。】 

【注２：（□□又は△△に限る）には、評価対象とする測量技術者の認定資格登

録一覧の資格名称を記載する。ただし、評価対象を限定しない場合は、

（□□又は△△に限る）の記載を省略する。】 

【注３：区分Ａ,Ｂの２区分を評価する場合は、「①区分Ａに該当する認定を受

けている。②区分Ｂに該当する認定を受けている。③認定を受けていな

い。」とする。】 

【注４：研究業務等高度な技術検討や学術的知見を要する業務の場合に技術士

資格（○○部門）、博士（○学）を評価対象とすることができる。】 

継
続
教
育

取
組
姿
勢 

ＣＰＤの取組姿勢について下記の項目で評価する。 

 
① 測量系ＣＰＤ協議会又は全国測量設計業協会連合会が発行

する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等が有り、かつ各団体
が推奨する単位を満たしている。 

② 上記以外 
 

※継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等の写しは、次の条件を
全て満たすものとする。 

・ 公示日から過去１年以内又は公示日以降に発行されたも
のであること。 

・ 証明期間が１年（12 か月）以内であること 
・ 公示日から過去１年以内に証明期間の一部が含まれてい

ること。（休業による評価期間の延長申請をしている場合
はこの条件は含まない） 

・ 証明書は１件を評価する。複数件あるものは評価しない。 

【注：推奨単位 20 ポイント以上を評価対象とする。】 

① １ 

② ０ 

① １ 

② ０ 

成
績
・
表
彰 

業
務
成
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年

度の国土地理院の業務種別「○○測量」の実績がある場合につ

いての技術者成績評定点の平均点を、次の順位で評価する。（当

該年度の実績は、公示日までに測量作業等（又は測量業務）成

績評定通知書による通知を受けているものを評価する。） 

なお、主任技術者は、主任技術者として従事した業務の平均

点とし、作業班長は、主任技術者及び作業班長として従事した

業務の平均点とする。 

 

① 85 点以上 

② 83 点以上 85 点未満 

③ 81 点以上 83 点未満 

④ 79 点以上 81 点未満 

⑤ 77 点以上 79 点未満 

⑥ 75 点以上 77 点未満 

⑦ 75 点未満又は実績なし 

【注：過去４か年度の間及び当該年度の平均点とする。】 

①１０ 

② ９ 

③ ７ 

④ ５ 

⑤ ３ 

⑥ １ 

⑦ ０ 

①１０ 

② ９ 

③ ７ 

④ ５ 

⑤ ３ 

⑥ １ 

⑦ ０ 
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優
良
表
彰 

平成○年から令和○年の間に国土地理院の業務種別「○○測

量」について優良技術者表彰を受けた実績又は優良業務表彰を

受けた業務に従事した経験を、次の順位で評価する。 

なお、優良技術者表彰の実績又は優良業務表彰を受けた業務

に従事した経験は、主任技術者の場合は、主任技術者としての

実績又は経験とし、作業班長の場合は、主任技術者又は作業班

長としての実績又は経験とする。 

 

① 国土地理院長から優良技術者表彰を受けた実績がある。 

② ①の実績はないが、国土地理院長から優良業務表彰を受け

た業務に従事した経験がある。 

③ ①及び②の実績又は経験はないが、地方測量部長等から優

良業務表彰を受けた業務に従事した経験がある。 

④ ①～③の優良技術者表彰の実績及び優良業務表彰を受けた

業務に従事した経験がない。 

【注：表彰の翌月から４年間とする。表彰の翌月（8/1）以降、公示開始の発注

案件から適用年を切り替える。】 

① ５ 

② ４ 

③ ３ 

④ ０ 

① ５ 

② ４ 

③ ３ 

④ ０ 

上記のうち、「技術者資格等」を除く評価においては、実績、経験、登録

証明書等として求める期間を、産前産後休業（労働基準法（昭和 22 年法

律第 49 号）第 65 条第１項又は第２項の規定による休業）、育児休業（育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第 76 号）第２条第１号に規定する休業）及び介護休業（同

条第２号に規定する休業）を取得した期間に応じて延長できることとす

る。 

 

 

小計（配置予定技術者） 50点(25%) 

 

【②ヒアリング】 

ヒアリングを通じた技術者の評価、技術提案内容の確認結果を書面審査とあわ

せて「実施方針等」及び「評価テーマに関する技術提案」の項目に反映させる。 
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【③実施方針】 

評価 
項目 

評価の着目点 
技術点 

 判断基準 

実
施
方
針 

 
業務理解度 

 
◎ 

業務目的、業務内容の理解度を評価する。 

ア 当該業務の目的を具体的に示している 

① 具体的かつ的確に示している。（10 点） 

② 具体的に示している。（5 点） 

③ 具体的に示されていない。 

イ ○○○○について具体的に示している 

① 具体的かつ的確に示している。（15 点） 

② 具体的に示している。（8 点） 

③ 具体的に示されていない。（0 点） 

ウ ○○○○について具体的に示している 

① 具体的かつ的確に示している。（15 点） 

② 具体的に示している。（8 点） 

③ 具体的に示されていない。（0 点） 

【注：「○○○○」は発注業務に応じて適宜設定】 

５０ 

実
施

 

 
実施手順 

 
○ 実施手順（実施フロー）の妥当性を評価する。 

 

ア 適切に示している。 

工
程
計
画 

 
実施手順 

 
◎ 工程計画の妥当性を評価する。 

 

ア 当該業務の工程を適切に示している。 

◎：原則として設定する項目 ○：必要に応じて設定する項目 

【注：各項目の配点は、設定する項目の合計点（満点）が上記の技術点となるよう適宜設定】 

評価基準に該当しない場合は「0 点」と評価する。ただし、業務の目的、内容が十分理解されておら

ず、かつ、実施フローや工程計画の妥当性が著しく劣る場合は、評価しない（技術提案を特定しない）。 

 

※実施方針・実施フロー・工程計画の記述量は、原則Ａ４・1 ページとする。 
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【④評価テーマ】 

評価 
項目 

評価の着目点 
技術点 

 判断基準 

評
価

に
関
す
る
技
術
提
案
※ 

 

全
体 

 
評価テーマ
間の整合性 

 
○ 

相互に関連する複数の評価テーマ間の整合性が高

い場合は優位に評価し、矛盾がある等整合性が著しく

悪い場合は評価しない。 

① 評価テーマ間の整合性が非常に高い。 

② 評価テーマ間の整合性が確保されている。 

③ 評価テーマ間に矛盾があり整合性がない。 

１００ 

評
価

 

 
的確性 

 
○ 

現地の条件と整合性が高い場合に優位に評価する。 

① 現地の条件を踏まえた重要な提案があり、現地の

条件との整合性も非常に高い。 

② 現地の条件との整合性が非常に高い。 

③ 現地の条件との整合性がおおむね確保されてい

る。 

④ 現地の条件と矛盾があり整合性がない。 

 
◎ 

課題解決のための着眼点が的確に示されている場

合に優位に評価する。 

① 課題解決のための着眼点が的確で重要な提案を

している。 

② 課題解決に必要な着眼点が的確に示されている。 

③ 課題解決に必要な着眼点がおおむね示されてい

る。 

④ 課題解決に必要な着眼点が示されていない。 

 
○ 

課題を十分に理解している場合に優位に評価する。 

① 課題の理解度が高く工夫されている。 

② 課題の理解度が高い。 

③ 課題をおおむね理解している。 

④ 課題を理解していない。 

 
○ 

課題の問題点を捉えられている場合に優位に評価

する。 

① 課題の問題点を網羅的に捉えており、重要な事項

を記載している。 

② 課題の問題点を網羅的に捉えられている。 

③ 課題の問題点をおおむね捉えている。 

④ 課題の問題点が捉えられていない。 

 
実現性 

 
◎ 

提案内容が具体的である場合に優位に評価する。 

① 提案内容が細部にわたり具体的で重要な項目 

 の記載があるとともに、工夫が見られる。 

② 提案内容が細部にわたり具体的で重要な項目を

記載している。 

③ 提案内容が具体的である。 
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④ 提案内容が具体的でない。 

 

 
◎ 

提案内容を裏付ける類似実績などが明示されてい

る場合に優位に評価する。 

① 提案内容を裏付ける複数の事例､資料などが明示

されている。 

② 提案内容を裏付ける事例､資料などが明示されて

いる。 

③ 提案内容を裏付ける事例､資料などが明示されて
いない。 

 
○ 

参考とする技術基準又は、資料が適切な場合に優位

に評価する。 

① 参考とする技術基準又は、資料が十分適切であ

る。 

② 参考とする技術基準又は、資料が適切である。 

③ 参考とする技術基準又は、資料が適切でない。 

 
○ 

課題に対する検討手法が適切な場合に優位に評価

する。 

① 検討手法が十分適切で、重要な項目を記載してい

る。 

② 検討手法が十分適切である。 

③ 検討手法がおおむね適切である。 

④ 検討手法が適切でない。 

 
独創性 

 
○ 新しい知見に基づく提案がある場合に優位に評価す

る。 

 
○ 周辺分野、異分野技術を援用した、高度の検討・解析

手法の提案がある場合に優位に評価する。 

 
○ 複数の既存技術を統合化する提案がある場合に優位

に評価する。 

評
価

 

 
評価テーマ
１を準用 

 
○ 

 
評価テーマ１を準用 

◎：原則として設定する項目  ○：必要に応じて設定する項目 

【注：各項目の配点は、設定する項目の合計点（満点）が上記の技術点となるよう適宜設定】 

 

※評価テーマの判断基準内容については、業務内容に応じて記載する。 

※テーマの記述量は１テーマにつき原則Ａ４・1 ページとし、業務内容に応じてＡ４・2 ページまで
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とすることができる。 

 

小計（実施方針＋評価テーマ） 150 点(75%) 

 

【⑤参考見積に関する確認（原則として設定）】 

評価項目 評価の着目点 留意事項 

参考見積 業務コストの妥当性 
提示した業務規模と大きくかけ離れているか、又は提案内容
に対して見積が不適切な場合には特定しない 

 

合計 200 点(100%) 
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３－３ 総合評価落札方式（標準型）における具体的な審査・評価について 
（１）入札説明書 

手続開始の公示を行う際に交付する入札説明書（通常指名の場合においては

指名通知及び入札説明書）において明示すべき事項は、以下のとおりとする。 

 

１．手続開始の公示日 

２．契約担当官等 

３．業務概要 

（１）業務名 

（２）業務の目的 

（３）業務内容 

（４）技術提案を求める評価テーマ 

（５）成果品 

（６）履行期限 

（７）電子入札 

（８）電子契約 

（９）その他 

４．指名されるために必要な要件 

（１）入札参加者に要求される資格 

（２）参加表明書に関する要件 

（３）入札参加者を指名するための基準 

（４）参加表明者（企業）に関する評価 

（５）配置予定技術者に関する評価 

５．参加表明書の提出等 

（１）作成方法 

（２）提出期限、提出先及び提出方法 

（３）ファイル形式 

６．非指名理由について 

７．入札説明書の内容についての質問の受付及び回答 

８．総合評価に関する事項 

（１）落札者の決定方法 

（２）総合評価の方法 

（３）技術評価点を算出するための基準 

（４）配置予定技術者、賃上げ実施の表明、実施方針等、評価テーマに関する評価 

（５）技術提案の履行確実性 

（６）評価内容の担保 

９．技術提案書の作成等 

（１）作成方法 

（２）提出期限、提出先及び提出方法 

（３）既存資料の閲覧 

（４）実施方針等及び評価テーマに関するヒアリング 
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（５）履行確実性に関するヒアリング 

１０．技術提案書の採用、不採用通知等 

１１．入札及び開札の日時並びに入札書の提出方法 

（１）入札日時 

（２）開札日時 

（３）提出方法 

１２．入札方法等 

１３．入札保証金及び契約保証金 

１４．開札 

１５．入札の無効 

１６．手続における交渉の有無 

１７．契約書作成の要否等 

１８．支払条件 

１９．火災保険付保の要否 

２０．苦情申立てに関する事項 

２１．関連情報を入手するための照会窓口 

２２．その他の留意事項 
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（２）指名段階での技術評価 
参加表明者及び配置予定技術者を対象に、以下の項目について、技術的能力

の審査を行う。審査の結果、入札参加要件を満たしていない者には、指名及び

技術提案書提出要請を行わない。また、要件を満たしている者が 10 者を超え

る場合における評価点上位 10 者以外の者についても、原則として指名及び技

術提案書の提出要請を行わないこととする。なお、指名の対象となる最下位順

位の者で同評価の提出者が複数存在する等の場合には 10 者を超えて指名する

ものとする。 

 

【①参加表明者（企業）の評価】 

ア 指名されるために必要な要件（必須条件） 

評価項目 判 断 基 準  設定 

登録状況等 

次のア及びイに該当していること。 

ア 「令和○・○年度国土地理院測量業務に係る一般競争（指名競

争）参加資格」のうち業務種別「○○測量」の認定を受けている。 

イ 測量法第 55 条に基づく測量業の登録を受けている。 

【注：調査研究の場合はイの要件は必須としない。】 

必須条件 

同種又は類

似業務の実

績の有無 

過去 10 か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年度に元

請けとして当該業務と同種又は類似業務の実績を１件以上有している

こと。（国土地理院から請け負った測量業務においては、公示日までに

測量作業等（又は測量業務）成績評定通知書による通知を受けているも

のを評価対象とする。また、当該測量業務の成績評定点が 60 点未満の

場合は実績として認めない。） 

【注：過去 10 か年度の間又は当該年度の実績とする。業務実績は、国、都道府県、市区

町村等の公共測量並びに国土地理院の基本測量及び公共測量の実績について評価対象と

する。】 

必須条件 

使用する機

器 

本業務に使用するため、次に示す全ての機器を所有又はリースによ

り保有していること。なお、参加表明書に記載した機器を本業務に使用

すること。また、使用する機器は国土地理院に測量機器登録された機種

であること。 

 ア ○○○○  ○台以上 

 イ △△△△  ○台以上 

【注：所有又はリースにより保有していることを指名の条件とする場合の記述。特に必

要な場合に設定する。「また、～」の記載は、特に限定する場合の記載とする。 

必要に応
じて設定 

技術者の配

置状況 

（業務実施

体制） 

本業務を実施するため次のア～ウの全ての者について、常時勤務す

る者を配置できること。なお、本業務では兼務できない。 

ア 主任技術者 

測量士の資格取得後、業務種別「○○測量」に関し８年以上の実

務経験を有する者１名。 

必須条件 
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イ 作業班長 

測量士の資格取得後、業務種別「○○測量」に関し３年以上の実

務経験を有する者○名。 

ウ 担当技術者 

測量士又は測量士補の資格取得後、業務種別「○○測量」に関し

１年以上の実務経験を有する者○名以上。 

配置予定技術者は、「令和○・○年度国土地理院測量業務に係る一

般競争（指名競争）参加資格」の技術者として登録された者であるこ

と。 

【注１：実務経験年数は、主任技術者８年以上、作業班長３年以上、担当技術者１年以上

とする。】 

【注２：担当技術者に必要な資格等については、上記のほか、業務内容により追加の設定

が可能である。】 
成績評定点

の内容 

前年度（令和○年度）及び当該年度の国土地理院の業務種別「○○測

量」の成績評定点に 60 点未満がないこと。 
必須条件 

不誠実な行

為等の有無 

次のア～エに一つでも該当する者でないこと。 

ア 不誠実な行為 

契約に関し不誠実な行為があり、当該状態が継続しており契約の

相手方として不適当であると認められる場合 

イ 経営状況 

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の

事実があり、経営状態が極めて不安定である場合 

ウ 安全管理の状況 

安全管理の状況が不適当である場合 

エ 労働福祉の状況 

労働福祉の状況が不適当である場合 

必須条件 

本店の所在 

当該業務地域（○○県内）に本店を有していること。 

【注：必須条件とするのは、現場の状況に精通していないと実施困難である業務、中小企

業対策等の観点から地元中小企業を配慮すべき業務に限る。これ以外の通常の測量業務

については、当該業務地域に本店、支店又は営業所があることにより円滑な契約履行が

期待出来る場合は、加点評価とする。なお、「当該業務地域（○○県内）」を「○○地方測

量部管内」に変更した評価項目とすることができる。】 

必要に応
じて設定 
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イ 原則として設定する項目 

評価項目 
評価の着眼点 

評価点 
 判断基準 

参
加
表
明
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
・
実
績
等 

業
務
実
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年度の業

務実績を次の順位で評価する。（国土地理院から請け負った測量業務

においては、公示日までに測量作業等（又は測量業務）成績評定通知

書による通知を受けているものを評価対象とする。また、当該測量業

務の成績評定点が 60 点未満の場合は実績として認めない。） 

 

① 同種業務の実績がある。 

② ①の実績はないが、類似業務の実績がある。 

③ ①及び②の実績がない。 

【注：過去４か年度の間又は当該年度の実績とする。過度な条件とならないように適

宜設定する。業務実績は、国、都道府県、市区町村等の公共測量及び国土地理院の基

本測量及び公共測量の実績について評価対象とする。】 

①１１ 

② ７ 

③ ０ 

等
の
推
進
に
関
す
る
指
標 

ワーク・ライフ・バランス等推進企業について下記の項目で評価す

る。 

 

① 公示日時点において以下のいずれかの認定を受けている。 
ア 女性活躍推進法に基づく認定等（プラチナえるぼし・えるぼし

認定企業等）※１ 
イ 次世代法に基づく認定（プラチナくるみん・くるみん（令和７

年４月１日以後の基準）・くるみん（令和４年４月１日～令和７
年３月 31 日までの基準）・トライくるみん（令和７年４月１日
以後の基準）・くるみん（平成 29 年４月１日～令和４年３月 31
日までの基準）・トライくるみん（令和４年４月１日～令和７年
３月 31 日までの基準）・くるみん（平成 29 年３月 31 日までの
基準）認定企業）※２ 

ウ 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）※３ 
② 上記以外。 

※１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法
律第 64 号）第９条若しくは第 12 条の規定に基づく基準に適合す
るものと認定された企業（労働時間等の働き方に係る基準を満た
すものに限る。）をいう。 

※２ 次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第 13 条
又は第 15 条の２の規定に基づく基準に適合するものと認定され
た企業をいう。 

※３ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）
第 15 条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業を
いう。 

① １ 

② ０ 

成
績
・
表
彰 

業
務
成
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年度の国

土地理院の業務種別「○○測量」の実績がある場合についての成績評

定点の平均点を次の順位で評価する。（当該年度の実績は、公示日ま

でに測量作業等（又は測量業務）成績評定通知書による通知を受けて

いるものを評価する。また、受注件数が１件である場合は評価対象か

ら除く。） 

①２５ 

②２１ 

③１７ 

④１３ 

⑤ ９ 

⑥ ５ 

⑦ ０ 
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① 85 点以上 

② 83 点以上 85 点未満 

③ 81 点以上 83 点未満 

④ 79 点以上 81 点未満 

⑤ 77 点以上 79 点未満 

⑥ 75 点以上 77 点未満 

⑦ 75 点未満又は受注件数が１件以下 

【注：過去４か年度の間及び当該年度の平均点とする。】 

優
良
表
彰 

国土地理院の業務種別「○○測量」について優良業務表彰又は感謝

状の実績を、次の順位で評価する。 

 

① 平成○年から令和○年の間に国土地理院長から優良業務表彰を

受けた実績がある。 

② ①の表彰の実績はないが、平成○年から令和○年の間に地方測

量部長等から優良業務表彰を受けた実績がある。 

③ ①及び②の実績はないが、公示日の４年前の日の翌日から公示

日までに国土地理院長から災害対策活動等への感謝状を受けた実

績がある。 

④ ①～③を受けた実績がない。 

 

※共同企業体の優良業務表彰については次のとおり評価する。 

（０～10） 

・現在共同企業体である者で、過去に同じ共同企業体（現在の共同

企業体と構成員が同じ共同企業体）として①又は②の実績がある

場合は、①又は②の評価点とする。 

・現在共同企業体である者で、構成員が過去に単体企業又は別の共

同企業体（現在の共同企業体と構成員が異なる共同企業体）の構

成員として①又は②の実績がある場合は、共同企業体の全ての構

成員を次のア～ウのいずれかにより評価して合計し、小数１位切

捨て、整数とした評価点とする。 

ア 構成員に①又は②を単体企業として受けた実績がある場合 

現在の共同企業体での出資割合に①又は②の評価点を乗じて 

評価。 

イ 構成員に①又は②を別の共同企業体として受けた実績がある

場合 

①又は②を受けた業務実施時の出資割合と現在の共同企業体

での出資割合のうち、小さい方に、①又は②の評価点を乗じて

評価。 

ウ 構成員にア及びイを受けた実績がない場合 

０（ゼロ）として評価。 

・現在単体企業である者で、過去に共同企業体の構成員として①又

は②の実績がある場合は、①又は②を受けた業務実施時の出資割

合に①又は②の評価点を乗じ、小数１位切捨て、整数とした評価

点とする。 

【注：表彰の翌月から４年間とする。表彰の翌月（8/1）以降、公示開始の発注案件か

ら適用年を切り替える。感謝状は贈呈日から４年間とする。】 

①１０ 

② ８ 

③ ２ 

④ ０ 
※0～10 
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ウ 必要に応じて設定する項目 

評価項目 
評価の着眼点 

評価点 
 判断基準 

参
加
表
明
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
・
実
績
等 

地
域
精
通
度 

当該業務地域（○○県内）の本店、支店又は営業所等を次の順位で評

価する。 

 

① 当該業務地域（○○県内）に本店がある。 

② ①には該当しないが、当該業務地域（○○県内）に支店又は営業所

等がある。 

③ 当該業務地域（○○県内）に本店、支店又は営業所等がない。 

【注：必須条件とした場合には、この項目は省略する。なお、「当該業務地域（○○県

内）」を「○○地方測量部管内」に変更した評価項目とすることができる。】 

参
加
表
明
者
の
経
験
及
び

と
し
て
設
定
す
る

の 

評
価
点
に
包
含
す
る 

地
域
貢
献
度 

過去 10 か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年度にお

ける国、地方公共団体等との災害協定等に基づく活動実績を次の順位で

評価する。 

 

① 当該業務地域（○○県）での災害協定等に基づく活動実績がある。 

② ①の地域での活動実績はないが、○○地方測量部管内での災害協定

等に基づく活動実績がある。 

③ ①及び②の活動実績がない。 

【注：過去 10 か年度の間又は当該年度の実績とする。活動実績は国、都道府県、市区

町村等の実績について評価対象とする。】 
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【②配置予定技術者の評価】 

ア 指名されるために必要な要件（必須条件） 

評価項目 判 断 基 準  設定 

配
置
予
定
主
任
技
術
者 

資
格
要
件 

測量士の資格取得後、業務種別「○○測量」について８年以上の実務経

験があること。 

【注：主任技術者の実務経験年数は、８年以上とする。】 

必須条件 

手
持
ち
業
務
量 

公示日時点において手持ち業務量（本業務を除く。）の契約金額が５億

円以上又は件数が 10 件以上でないこと（500 万円未満の契約は手持ち業

務に含まない。）。ただし、予定価格が 1000 万円を超える請負契約であっ

て、国土地理院の測量業務において調査基準価格を下回る金額で落札した

業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を５億円から２．５億円に、

件数を 10 件から５件にするものとする。 

なお、手持ち業務には、低入札価格調査を実施中のもの及びプロポーザ

ル方式における技術提案書特定後未契約のものを含むものとする。 

必須条件 

配
置
予
定
作
業
班
長 

資
格
要
件 

測量士の資格取得後、業務種別「○○測量」について３年以上の実務経

験があること。 

【注：作業班長の実務経験年数は、３年以上とする。】 必須条件 

 

イ 原則として設定する項目 

評価 
項目 

評価の着眼点 評価点 

 判断基準 
主任 

技術者 
作業 
班長 

配
置
予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
・
実
績
等 

業
務
実
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年

度の同種又は類似業務の実績を有する者の内容を次の順位で

評価する。（国土地理院から請け負った測量業務においては、

公示日までに測量作業等（又は測量業務）成績評定通知書によ

る通知を受けているものを評価対象とする。また、当該測量業

務の技術者成績評定点が 60 点未満の場合は実績として認めな

い。） 

（配置予定主任技術者の場合） 

① 主任技術者又はこれに相当する技術者として同種業務の

実績を有する。 

② ①の実績はないが、主任技術者又はこれに相当する技術者

として類似業務の実績を有する。 

③ ①及び②の実績がない。 

（配置予定作業班長の場合） 

① 主任技術者、作業班長又はこれらに相当する技術者として

同種業務の実績を有する。 

② ①の実績はないが、主任技術者、作業班長又はこれらに相

① ６ 

② ４ 

③ ０ 

① ５ 

② ３ 

③ ０ 
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当する技術者として類似業務の実績を有する。 

③ ①及び②の実績がない。 

【注：過去４か年度の間又は当該年度の実績とする。業務実績は、国、都道府

県、市区町村等の公共測量及び国土地理院の基本測量及び公共測量の実績につ

いて評価対象とする。】 

技
術
者
資
格
等 

国土地理院に登録されている測量技術者の認定資格のうち

業務種別「○○測量」の区分Ａ（□□又は△△に限る）、区分

Ｂ（□□又は△△に限る）又は区分Ｃ（□□又は△△に限る）

の認定を受けている場合、次の順位で評価する。 

① 区分Ａ又は区分Ｂに該当する認定を受けている。 

② 区分Ｃに該当する認定を受けている。 

③ 認定を受けていない。 

※国土地理院に登録されている測量技術者の認定資格は次の

アドレスを参照してください。 

https://www.gsi.go.jp/common/000111347.pdf 

【注１：○○には業務種別を記載する。】 

【注２：（□□又は△△に限る）には、評価対象とする測量技術者の認定資格

登録一覧の資格名称を記載する。ただし、評価対象を限定しない場合は、

（□□又は△△に限る）の記載を省略する。】 

【注３：区分Ａ,Ｂの２区分を評価する場合は、「①区分Ａに該当する認定を受

けている。②区分Ｂに該当する認定を受けている。③認定を受けていな

い。」とする。】 

【注４：研究業務等高度な技術検討や学術的知見を要する業務の場合に技術士

資格（○○部門）、博士（○学）を評価対象とすることができる。】 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

継
続
教
育

取
組
姿
勢 

ＣＰＤの取組姿勢について下記の項目で評価する。 

 
① 測量系ＣＰＤ協議会又は全国測量設計業協会連合会が発

行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等が有り、かつ各団
体が推奨する単位を満たしている。 

② 上記以外 
 
※継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等の写しは、次の条件を全

て満たすものとする。 
・ 公示日から過去１年以内又は公示日以降に発行されたもの

であること。 
・ 証明期間が１年（12 か月）以内であること 
・ 公示日から過去１年以内に証明期間の一部が含まれている

こと。（休業による評価期間の延長申請をしている場合はこ
の条件は含まない） 

・ 証明書は１件を評価する。複数件あるものは評価しない。 

【注：推奨単位 20 ポイント以上を評価対象とする。】 

① ２ 

② ０ 

① １ 

② ０ 

成
績
・
表
彰 

業
務
成
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年

度の国土地理院の業務種別「○○測量」の実績がある場合につ

いての技術者成績評定点の平均点を次の順位で評価する。（当

該年度の実績は、公示日までに測量作業等（又は測量業務）成

績評定通知書による通知を受けているものを評価する。） 

なお、主任技術者は、主任技術者として従事した業務の平均

点とし、作業班長は、主任技術者及び作業班長として従事した

①１０ 

② ９ 

③ ７ 

④ ５ 

⑤ ３ 

⑥ １ 

⑦ ０ 

①１０ 

② ９ 

③ ７ 

④ ５ 

⑤ ３ 

⑥ １ 

⑦ ０ 
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業務の平均点とする。 

 

① 85 点以上 

② 83 点以上 85 点未満 

③ 81 点以上 83 点未満 

④ 79 点以上 81 点未満 

⑤ 77 点以上 79 点未満 

⑥ 75 点以上 77 点未満 

⑦ 75 点未満又は実績なし 

【注：過去４か年度の間及び当該年度の平均点とする。】 

優
良
表
彰 

平成○年から令和○年の間に国土地理院の業務種別「○○測

量」について優良技術者表彰を受けた実績又は優良業務表彰を

受けた業務に従事した経験を、次の順位で評価する。 

なお、優良技術者表彰の実績又は優良業務表彰を受けた業務

に従事した経験は、主任技術者の場合は、主任技術者としての

実績又は経験とし、作業班長の場合は、主任技術者又は作業班

長としての実績又は経験とする。 

 

① 国土地理院長から優良技術者表彰を受けた実績がある。 

② ①の実績はないが、国土地理院長から優良業務表彰を受け

た業務に従事した経験がある。 

③ ①及び②の実績又は経験はないが、地方測量部長等から優

良業務表彰を受けた業務に従事した経験がある。 

④ ①～③の優良技術者表彰の実績及び優良業務表彰を受け

た業務に従事した経験がない。 

【注：表彰の翌月から４年間とする。表彰の翌月（8/1）以降、公示開始の発

注案件から適用年を切り替える。】 

① ８ 

② ６ 

③ ４ 

④ ０ 

① ７ 

② ５ 

③ ３ 

④ ０ 

上記のうち、「技術者資格等」を除く評価においては、実績、経験、登録

証明書等として求める期間を、産前産後休業（労働基準法（昭和 22 年法

律第 49 号）第 65 条第１項又は第２項の規定による休業）、育児休業（育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第 76 号）第２条第１号に規定する休業）及び介護休業（同

条第２号に規定する休業）を取得した期間に応じて延長できることとす

る。 

 

 

合計 100 点(100%) 
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（３）入札段階での技術評価 
入札参加者により提出された技術提案書について評価する。以降に、評価基

準及び評価ウェイトを示す。 

 

※ 原則、配置予定技術者を対象にヒアリングを実施すること。その場合、事

前に提出された実施方針及び評価テーマに関する技術提案の内容について

確認する。 

 

【①配置予定技術者の評価】 

評価 
項目 

評価の着眼点 評価ウェイト 

 判断基準 1:3 1:2 

配
置
予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
・
実
績
等 

業
務
実
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年度

の同種又は類似業務の実績を有する者の内容を次の順位で評価す

る。（国土地理院から請け負った測量業務においては、公示日まで

に測量作業等（又は測量業務）成績評定通知書による通知を受け

ているものを評価対象とする。また、当該測量業務の技術者成績

評定点が 60 点未満の場合は実績として認めない。） 

 

（配置予定主任技術者の場合） 

① 主任技術者又はこれに相当する技術者として同種業務の実績

を有する。 

② ①の実績はないが、主任技術者又はこれに相当する技術者と

して類似業務の実績を有する。 

③ ①及び②の実績がない。 

 

（配置予定作業班長の場合） 

① 主任技術者、作業班長又はこれらに相当する技術者として同

種業務の実績を有する。 

② ①の実績はないが、主任技術者、作業班長又はこれらに相当

する技術者として類似業務の実績を有する。 

③ ①及び②の実績がない。 

【注：過去４か年度の間又は当該年度の実績とする。業務実績は、国、都道府県、

市区町村等の公共測量及び国土地理院の基本測量及び公共測量の実績について評

価対象とする。】 

10% 15% 

技
術
者
資
格
等 

国土地理院に登録されている測量技術者の認定資格のうち業務

種別「○○測量」の区分Ａ（□□又は△△に限る）、区分Ｂ（□□

又は△△に限る）又は区分Ｃ（□□又は△△に限る）の認定を受

けている場合、次の順位で評価する。 

 

① 区分Ａ又は区分Ｂに該当する認定を受けている。 

② 区分Ｃに該当する認定を受けている。 

③ 認定を受けていない。 

※国土地理院に登録されている測量技術者の認定資格は次のアド

レスを参照してください。 
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https://www.gsi.go.jp/common/000111347.pdf 

【注１：○○には業務種別を記載する。】 

【注２：（□□又は△△に限る）には、評価対象とする測量技術者の認定資格登録

一覧の資格名称を記載する。ただし、評価対象を限定しない場合は、（□□

又は△△に限る）の記載を省略する。】 

【注３：区分Ａ,Ｂの２区分を評価する場合は、「①区分Ａに該当する認定を受けて

いる。②区分Ｂに該当する認定を受けている。③認定を受けていない。」と

する。】 

【注４：研究業務等高度な技術検討や学術的知見を要する業務の場合に技術士資

格（○○部門）、博士（○学）を評価対象とすることができる。】 

継
続
教
育

取
組
姿
勢 

ＣＰＤの取組姿勢について下記の項目で評価する。 

 
① 測量系ＣＰＤ協議会又は全国測量設計業協会連合会が発行す

る継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等が有り、かつ各団体が推
奨する単位を満たしている。 

② 上記以外 
 

※継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等の写しは、次の条件を全
て満たすものとする。 

・ 公示日から過去１年以内又は公示日以降に発行されたもの
であること。 

・ 証明期間が１年（12 か月）以内であること 
・ 公示日から過去１年以内に証明期間の一部が含まれている

こと。（休業による評価期間の延長申請をしている場合はこ
の条件は含まない） 

・ 証明書は１件を評価する。複数件あるものは評価しない。 

【注：推奨単位 20 ポイント以上を評価対象とする。】 

成
績
・
表
彰 

業
務
成
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年度

の国土地理院の業務種別「○○測量」の実績がある場合について

の技術者成績評定点の平均点を次の順位で評価する。（当該年度の

実績は、公示日までに測量作業等（又は測量業務）成績評定通知

書による通知を受けているものを評価する。） 

なお、主任技術者は、主任技術者として従事した業務の平均点

とし、作業班長は、主任技術者及び作業班長として従事した業務

の平均点とする。 

 

① 85 点以上 

② 83 点以上 85 点未満 

③ 81 点以上 83 点未満 

④ 79 点以上 81 点未満 

⑤ 77 点以上 79 点未満 

⑥ 75 点以上 77 点未満 

⑦ 75 点未満又は実績なし 

【注：過去４か年度の間及び当該年度の平均点とする。】 

15% 18% 
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優
良
表
彰 

平成○年から令和○年の間に国土地理院の業務種別「○○測量」

について優良技術者表彰を受けた実績又は優良業務表彰を受けた

業務に従事した経験を、次の順位で評価する。 

なお、優良技術者表彰の実績又は優良業務表彰を受けた業務に

従事した経験は、主任技術者の場合は、主任技術者としての実績

又は経験とし、作業班長の場合は、主任技術者又は作業班長とし

ての実績又は経験とする。 

 

① 国土地理院長から優良技術者表彰を受けた実績がある。 

② ①の実績はないが、国土地理院長から優良業務表彰を受けた

業務に従事した経験がある。 

③ ①及び②の実績又は経験はないが、地方測量部長等から優良

業務表彰を受けた業務に従事した経験がある。 

④ ①～③の優良技術者表彰の実績及び優良業務表彰を受けた業

務に従事した経験がない。 

【注：表彰の翌月から４年間とする。表彰の翌月（8/1）以降、公示開始の発注案

件から適用年を切り替える。】 

  

上記のうち、「技術者資格等」を除く評価においては、実績、経験、登録証

明書等として求める期間を、産前産後休業（労働基準法（昭和 22 年法律第 49

号）第 65 条第１項又は第２項の規定による休業）、育児休業（育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律

第 76 号）第２条第１号に規定する休業）及び介護休業（同条第２号に規定す

る休業）を取得した期間に応じて延長できることとする。 

 

 

小計（配置予定技術者） 25% 33% 

 

【②ヒアリング】 

ヒアリングを通じた技術者の評価、技術提案内容の確認結果は書面審査とあ

わせて「実施方針等」及び「評価テーマに関する技術提案」の項目に反映させ

る。 

  



 

48 
 

【③賃上げ実施の表明に関する評価】 

評価項目 判断基準 

評価 
ウェイト 
(1:3,1:2  
 共通) 

賃上げの実施
を表明した 
企業等 

令和○年４月以降に開始する最初の事業年度又は令和○年（暦年）

において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給

額を３%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【大企業】※ 

5% 

令和○年４月以降に開始する最初の事業年度又は令和○年（暦年）

において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、

従業員に表明していること。【中小企業等】※ 

※ 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」（以下

「表明書」という。）を提出する。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表

明が必要である。 

また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表

１」を提出すること。なお、「中小企業等」とは、法人税法第 66 条第２項又は第３項に該当

する者のことをいう。ただし、同条第６項に該当するものは除く。「大企業」はそれ以外の

者のことをいう。 

なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した

率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに支出負担

行為担当官が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、所定の書類を事業年度等が終了

した後、指定の期限までに支出負担行為担当官に提出するものとする。 

 

指定の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組により加

点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意

図的に逸脱していると判断された場合は、別途、支出負担行為担当官が通知する減点措置の

開始の日から１年間、政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取組によ

り加点された割合よりも大きな割合（１点大きな配点）の減点を行う。 

なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となっ

た場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成

となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。 

 

小計（賃上げ実施の表明） 5% 
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【④実施方針】 

評価 
項目 

評価の着目点 評価ウェイト 

 判断基準 1:3 1:2 

実
施
方
針 

 
業務理解度 

 
◎ 

業務目的、業務内容の理解度を評価する。 

ア 当該業務の目的を具体的に示している 

① 具体的かつ的確に示している。（●点） 

② 具体的に示している。（●点） 

③ 具体的に示されていない。（0 点） 

イ ○○○○について具体的に示している 

① 具体的かつ的確に示している。（●点） 

② 具体的に示している。（●点） 

③ 具体的に示されていない。（0 点） 

ウ ○○○○について具体的に示している 

① 具体的かつ的確に示している。（●点） 

② 具体的に示している。（●点） 

③ 具体的に示されていない。（0 点） 

【注：「○○○○」は発注業務に応じて適宜設定】 
20% 25% 

実
施

 

実施手順 
 

○ 
 

実施手順（実施フロー）の妥当性を評価する。 

ア 適切に示している。（●点） 

工
程
計
画 

実施手順 
 

◎ 
 

工程計画の妥当性を評価する。 

ア 当該業務の工程を適切に示している。 

① 実施すべき工程を過不足なく適切に示してい

る。（●点） 

② 基本的な工程を適切に示している。（●点） 

③ 適切に示されていない。（0 点） 

◎：原則として設定する項目  ○：必要に応じて設定する項目 

【注：各項目の配点は、設定する項目の合計点（満点）が上記の評価ウェイトとなるよう適宜設定】 

 

評価基準に該当しない場合は「0 点」と評価する。ただし、業務の目的、内容が十分理解されてお

らず、かつ、実施フローや工程計画の妥当性が著しく劣る場合は、評価しない（技術提案を無効と

する）。 

※実施方針・実施フロー・工程計画の記述量は、原則Ａ４・1 ページとする。 
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【⑤評価テーマ】 

評価 
項目 

評価の着目点 評価ウェイト 

 判断基準 1:3 1:2 

評
価

に
関
す
る
技
術
提
案
※ 

全
体 

 
評価テー
マ間の整
合性 
 

 
○ 

相互に関連する複数の評価テーマ間の整合性が高

い場合は優位に評価し、矛盾がある等整合性が著しく

悪い場合は評価しない。 

① 評価テーマ間の整合性が非常に高い。 

② 評価テーマ間の整合性が確保されている。 

③ 評価テーマ間に矛盾があり整合性がない。 

50% 37% 

評
価

 

 
的確性 

 
○ 

現地の条件と整合性が高い場合に優位に評価する。 

① 現地の条件を踏まえた重要な提案があり、現地の

条件との整合性も非常に高い。 

② 現地の条件との整合性が非常に高い。 

③ 現地の条件との整合性がおおむね確保されてい

る。 

④ 現地の条件と矛盾があり整合性がない。 

 
◎ 

課題解決のための着眼点が的確に示されている場

合に優位に評価する。 

① 課題解決のための着眼点が的確で重要な提案を

している。 

② 課題解決に必要な着眼点が的確に示されている。 

③ 課題解決に必要な着眼点がおおむね示されてい

る。 

④ 課題解決に必要な着眼点が示されていない。 

 
○ 

課題を十分に理解している場合に優位に評価する。 

① 課題の理解度が高く工夫されている。 

② 課題の理解度が高い。 

③ 課題をおおむね理解している。 

④ 課題を理解していない。 

 
○ 

課題の問題点を捉えられている場合に優位に評価

する。 

① 課題の問題点を網羅的に捉えており、重要な事項

を記載している。 

② 課題の問題点を網羅的に捉えられている。 

③ 課題の問題点をおおむね捉えている。 

④ 課題の問題点が捉えられていない。 



 

51 
 

 
実現性 

 
◎ 

提案内容が具体的である場合に優位に評価する。 

① 提案内容が細部にわたり具体的で重要な項目の

記載があるとともに、工夫が見られる。 

② 提案内容が細部にわたり具体的で重要な項目を

記載している。 

③ 提案内容が具体的である。 

④ 提案内容が具体的でない。 

 
◎ 

提案内容を裏付ける類似実績などが明示されてい

る場合に優位に評価する。 

① 提案内容を裏付ける複数の事例､資料などが明示

されている。 

② 提案内容を裏付ける事例､資料などが明示されて

いる。 

③ 提案内容を裏付ける事例､資料などが明示されて
いない。 

 
○ 

参考とする技術基準又は資料が適切な場合に優位

に評価する。 

① 参考とする技術基準又は資料が十分適切である。 

② 参考とする技術基準又は資料が適切である。 

③ 参考とする技術基準又は資料が適切でない。 

 
○ 

課題に対する検討手法が適切な場合に優位に評価

する。 

① 検討手法が十分適切で、重要な項目を記載してい

る。 

② 検討手法が十分適切である。 

③ 検討手法がおおむね適切である。 

④ 検討手法が適切でない。 

評
価

 

評価テー
マ１を準
用 

○ 評価テーマ１を準用 

◎：原則として設定する項目 ○：必要に応じて設定する項目 

【注：各項目の配点は、設定する項目の合計点（満点）が上記の評価ウェイトとなるよう適宜設定】 

 

※評価テーマの判断基準内容については、業務内容に応じて記載する。 

※テーマの記述量は 1 テーマにつき原則Ａ４・1 ページとし、業務内容に応じてＡ４・2 ページまで

とすることができる。 
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小計（実施方針＋評価テーマ） 70% 62% 

 

合計 100% 
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３－４ 総合評価落札方式（簡易型）における具体的な審査・評価について 
（１）入札説明書 

手続開始の公示を行う際に交付する入札説明書（通常指名の場合においては

指名通知及び入札説明書）において明示すべき事項は、以下のとおりとする。 

 

１．手続開始の公示日 

２．契約担当官等 

３．業務概要 

（１）業務名 

（２）業務の目的 

（３）業務内容 

（４）成果品 

（５）履行期限 

（６）電子入札 

（７）電子契約 

（８）その他 

４．指名されるために必要な要件 

（１）入札参加者に要求される資格 

（２）参加表明書に関する要件 

（３）入札参加者を指名するための基準 

（４）参加表明者（企業）に関する評価 

（５）配置予定技術者に関する評価 

５．参加表明書の提出等 

（１）作成方法 

（２）提出期限、提出先及び提出方法 

（３）ファイル形式 

６．非指名理由について 

７．入札説明書の内容についての質問の受付及び回答 

８．総合評価に関する事項 

（１）落札者の決定方法 

（２）総合評価の方法 

（３）技術評価点を算出するための基準 

（４）配置予定技術者、賃上げ実施の表明、実施方針等に関する評価 

（５）技術提案の履行確実性 

（６）評価内容の担保 

９．技術提案書の作成等 

（１）作成方法 

（２）提出期限、提出先及び提出方法 

（３）既存資料の閲覧 

（４）実施方針等に関するヒアリング 

（５）履行確実性に関するヒアリング 
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１０．技術提案書の採用、不採用通知等 

１１．入札及び開札の日時並びに入札書の提出方法 

（１）入札日時 

（２）開札日時 

（３）提出方法 

１２．入札方法等 

１３．入札保証金及び契約保証金 

１４．開札 

１５．入札の無効 

１６．手続における交渉の有無 

１７．契約書作成の要否等 

１８．支払条件 

１９．火災保険付保の要否 

２０．苦情申立てに関する事項 

２１．関連情報を入手するための照会窓口 

２２．その他の留意事項 
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（２）指名段階での技術評価 
参加表明者及び配置予定技術者を対象に、以下の項目について、技術的能力

の審査を行う。審査の結果、入札参加要件を満たしていない者には、指名及び

技術提案書提出要請を行わない。また、要件を満たしている者が 10 者を超え

る場合における評価点上位 10 者以外の者についても、原則として指名及び技

術提案書の提出要請を行わないこととする。なお、指名の対象となる最下位順

位の者で同評価の提出者が複数存在する等の場合には 10 者を超えて指名する

ものとする。 

 

【①参加表明者（企業）の評価】 

ア 指名されるために必要な要件（必須条件） 

評価項目 判 断 基 準  設定 

登録状況等 

次のア及びイに該当していること。 

ア 「令和○・○年度国土地理院測量業務に係る一般競争（指名競

争）参加資格」のうち業務種別「○○測量」の認定を受けている。 

イ 測量法第 55 条に基づく測量業の登録を受けている。 

【注：調査研究の場合はイの要件は必須としない。】 

必須条件 

同種又は類

似業務の実

績の有無 

過去 10 か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年度に元

請けとして当該業務と同種又は類似業務の実績を１件以上有している

こと。（国土地理院から請け負った測量業務においては、公示日までに

測量作業等（又は測量業務）成績評定通知書による通知を受けているも

のを評価対象とする。また、当該測量業務の成績評定点が 60 点未満の

場合は実績として認めない。） 

【注：過去 10 か年度の間又は当該年度の実績とする。業務実績は、国、都道府県、市区

町村等の公共測量並びに国土地理院の基本測量及び公共測量の実績について評価対象と

する。】 

必須条件 

使用する機

器 

本業務に使用するため、次に示す全ての機器を所有又はリースによ

り保有していること。なお、参加表明書に記載した機器を本業務に使用

すること。また、使用する機器は国土地理院に測量機器登録された機種

であること。 

 ア ○○○○  ○台以上 

 イ △△△△  ○台以上 

【注：所有又はリースにより保有していることを指名の条件とする場合の記述。特に必

要な場合に設定する。「また、～」の記載は、特に限定する場合の記載とする。 

必要に応
じて設定 

技術者の配

置状況 

（業務実施

体制） 

本業務を実施するため次のア～ウの全ての者について、常時勤務す

る者を配置できること。なお、本業務では兼務できない。 

ア 主任技術者 

測量士の資格取得後、業務種別「○○測量」に関し８年以上の実

務経験を有する者１名。 

必須条件 
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イ 作業班長 

測量士の資格取得後、業務種別「○○測量」に関し３年以上の実

務経験を有する者○名。 

ウ 担当技術者 

測量士又は測量士補の資格取得後、業務種別「○○測量」に関し

１年以上の実務経験を有する者○名以上。 

 

配置予定技術者は、「令和○・○年度国土地理院測量業務に係る一

般競争（指名競争）参加資格」の技術者として登録された者であるこ

と。 

【注１：実務経験年数は、主任技術者８年以上、作業班長３年以上、担当技術者１年以上

とする。】 

【注２：担当技術者に必要な資格等については、上記のほか、業務内容により追加の設定

が可能である。】 

成績評定点

の内容 

前年度（令和○年度）及び当該年度の国土地理院の業務種別「○○測

量」の成績評定点に 60 点未満がないこと。 
必須条件 

不誠実な行

為等の有無 

次のア～エに一つでも該当する者でないこと。 

ア 不誠実な行為 

契約に関し不誠実な行為があり、当該状態が継続しており契約の

相手方として不適当であると認められる場合 

イ 経営状況 

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の

事実があり、経営状態が極めて不安定である場合 

ウ 安全管理の状況 

安全管理の状況が不適当である場合 

エ 労働福祉の状況 

労働福祉の状況が不適当である場合 

必須条件 

本店の所在 

当該業務地域（○○県内）に本店を有していること。 

【注：必須条件とするのは、現場の状況に精通していないと実施困難である業務、中小企

業対策等の観点から地元中小企業を配慮すべき業務に限る。これ以外の通常の測量業務

については、当該業務地域に本店、支店又は営業所があることにより円滑な契約履行が

期待出来る場合は、加点評価とする。なお、「当該業務地域（○○県内）」を「○○地方測

量部管内」に変更した評価項目とすることができる。】 

必要に応
じて設定 
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イ 原則として設定する項目 

評価項目 
評価の着眼点 

評価点 
 判断基準 

参
加
表
明
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
・
実
績
等 

業
務
実
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年度の

業務実績を次の順位で評価する。（国土地理院から請け負った測量業

務においては、公示日までに測量作業等（又は測量業務）成績評定

通知書による通知を受けているものを評価対象とする。また、当該

測量業務の成績評定点が 60 点未満の場合は実績として認めない。） 

 

① 同種業務の実績がある。 

② ①の実績はないが、類似業務の実績がある。 

③ ①及び②の実績がない。 

【注：過去４か年度の間又は当該年度の実績とする。過度な条件とならないように適

宜設定する。業務実績は、国、都道府県、市区町村等の公共測量及び国土地理院の基

本測量及び公共測量の実績について評価対象とする。】 

①１１ 

② ７ 

③ ０ 

等
の
推
進
に
関
す
る
指
標 

ワーク・ライフ・バランス等推進企業について下記の項目で評価

する。 

 

① 公示日時点において以下のいずれかの認定を受けている。 
ア 女性活躍推進法に基づく認定等（プラチナえるぼし・えるぼ

し認定企業等）※１ 
イ 次世代法に基づく認定（プラチナくるみん・くるみん（令和

７年４月１日以後の基準）・くるみん（令和４年４月１日～令
和７年３月 31 日までの基準）・トライくるみん（令和７年４
月１日以後の基準）・くるみん（平成 29 年４月１日～令和４
年３月 31 日までの基準）・トライくるみん（令和４年４月１
日～令和７年３月 31 日までの基準）・くるみん（平成 29 年３
月 31 日までの基準）認定企業）※２ 

ウ 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）※３ 
② 上記以外。 

※１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年
法律第 64 号）第９条若しくは第 12 条の規定に基づく基準に適
合するものと認定された企業（労働時間等の働き方に係る基準
を満たすものに限る。）をいう。 

※２ 次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第 13 条
又は第 15条の２の規定に基づく基準に適合するものと認定され
た企業をいう。 

※３ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）
第15条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業を
いう。 

① １ 

② ０ 
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成
績
・
表
彰 

業
務
成
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年度の

国土地理院の業務種別「○○測量」の実績がある場合についての成

績評定点の平均点を次の順位で評価する。（当該年度の実績は、公示

日までに測量作業等（又は測量業務）成績評定通知書による通知を

受けているものを評価する。また、受注件数が１件である場合は評

価対象から除く。） 

 

① 85 点以上 

② 83 点以上 85 点未満 

③ 81 点以上 83 点未満 

④ 79 点以上 81 点未満 

⑤ 77 点以上 79 点未満 

⑥ 75 点以上 77 点未満 

⑦ 75 点未満又は受注件数が１件以下 

【注：過去４か年度の間及び当該年度の平均点とする。】 

①２５ 

②２１ 

③１７ 

④１３ 

⑤ ９ 

⑥ ５ 

⑦ ０ 

業務チャ

レンジ型

は評価し

ない 

優
良
表
彰 

国土地理院の業務種別「○○測量」について優良業務表彰又は感

謝状の実績を、次の順位で評価する。 

 

① 平成○年から令和○年の間に国土地理院長から優良業務表彰を

受けた実績がある。 

② ①の表彰の実績はないが、平成○年から令和○年の間に地方測

量部長等から優良業務表彰を受けた実績がある。 

③ ①及び②の実績はないが、公示日の４年前の日の翌日から公示

日までに国土地理院長から災害対策活動等への感謝状を受けた

実績がある。 

④ ①～③を受けた実績がない。 

 

※共同企業体の優良業務表彰については次のとおり評価する。 

（０～10） 

・現在共同企業体である者で、過去に同じ共同企業体（現在の共同

企業体と構成員が同じ共同企業体）として①又は②の実績がある

場合は、①又は②の評価点とする。 

・現在共同企業体である者で、構成員が過去に単体企業又は別の共

同企業体（現在の共同企業体と構成員が異なる共同企業体）の構

成員として①又は②の実績がある場合は、共同企業体の全ての構

成員を次のア～ウのいずれかにより評価して合計し、小数１位切

捨て、整数とした評価点とする。 

・現在単体企業である者で、過去に共同企業体の構成員として①又

は②の実績がある場合は、①又は②を受けた業務実施時の出資割

合に①又は②の評価点を乗じ、小数１位切捨て、整数とした評価

点とする。 

【注：表彰の翌月から４年間とする。表彰の翌月（8/1）以降、公示開始の発注案

件から適用年を切り替える。感謝状は贈呈日から４年間とする。】 

①１０ 

② ８ 

③ ２ 

④ ０ 

※0～10 

業務チャ

レンジ型

は評価し

ない 
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ウ 必要に応じて設定する項目 

評価項目 
評価の着眼点 

評価点 
 判断基準 

参
加
表
明
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
・
実
績
等 

地
域
精
通
度 

当該業務地域（○○県内）の本店、支店又は営業所等を次の順位で評

価する。 

 

① 当該業務地域（○○県内）に本店がある。 

② ①には該当しないが、当該業務地域（○○県内）に支店又は営業所

等がある。 

③ 当該業務地域（○○県内）に本店、支店又は営業所等がない。 

【注：必須条件とした場合には、この項目は省略する。なお、「当該業務地域（○○県

内）」を「○○地方測量部管内」に変更した評価項目とすることができる。】 

参
加
表
明
者
の
経
験
及
び

と
し
て
設
定
す
る

の 

評
価
点
に
包
含
す
る 

地
域
貢
献
度 

過去 10 か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年度にお

ける国、地方公共団体等との災害協定等に基づく活動実績を次の順位で

評価する。 

 

① 当該業務地域（○○県）での災害協定等に基づく活動実績がある。 

② ①の地域での活動実績はないが、○○地方測量部管内での災害協定

等に基づく活動実績がある。 

③ ①及び②の活動実績がない。 

【注：過去 10 か年度の間又は当該年度の実績とする。活動実績は国、都道府県、市区町

村等の実績について評価対象とする。】 
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【②配置予定技術者の評価】 

ア 指名されるために必要な要件（必須条件） 

評価項目 判 断 基 準  設定 

配
置
予
定
主
任
技
術
者 

資
格
要
件 

測量士の資格取得後、業務種別「○○測量」について８年以上の実務経

験があること。 

【注：主任技術者の実務経験年数は、８年以上とする。】 

必須条件 

手
持
ち
業
務
量 

公示日時点において手持ち業務量（本業務を除く。）の契約金額が５億

円以上又は件数が 10 件以上でないこと（500 万円未満の契約は手持ち業

務に含まない。）。ただし、予定価格が 1000 万円を超える請負契約であっ

て、国土地理院の測量業務において調査基準価格を下回る金額で落札した

業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を５億円から２．５億円に、

件数を 10 件から５件にするものとする。 

なお、手持ち業務には、低入札価格調査を実施中のもの及びプロポーザ

ル方式における技術提案書特定後未契約のものを含むものとする。 

必須条件 

配
置
予
定
作
業
班
長 

資
格
要
件 

測量士の資格取得後、業務種別「○○測量」について３年以上の実務経

験があること。 

【注：作業班長の実務経験年数は、３年以上とする。】 必須条件 

 

イ 原則として設定する項目 

評価 

項目 

評価の着眼点 評価点 

 判断基準 
主任 

技術者 

作業 

班長 

配
置
予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
・
実
績
等 

業
務
実
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年

度の同種又は類似業務の実績を有する者の内容を次の順位で

評価する。（国土地理院から請け負った測量業務においては、公

示日までに測量作業等（又は測量業務）成績評定通知書による

通知を受けているものを評価対象とする。また、当該測量業務

の技術者成績評定点が 60 点未満の場合は実績として認めな

い。） 

 

（配置予定主任技術者の場合） 

① 主任技術者又はこれに相当する技術者として同種業務の

実績を有する。 

② ①の実績はないが、主任技術者又はこれに相当する技術者

として類似業務の実績を有する。 

③ ①及び②の実績がない。 

 

（配置予定作業班長の場合） 

① 主任技術者、作業班長又はこれらに相当する技術者として

同種業務の実績を有する。 

通常 

業務チャレンジ型 

① ６ 

② ４ 

③ ０ 

① ５ 

② ３ 

③ ０ 

主任育成型 

① ５ 

② ３ 

③ ０ 

① ５ 

② ３ 

③ ０ 

班長育成型 

① ６ 

② ４ 

③ ０ 

評価 

しない 
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② ①の実績はないが、主任技術者、作業班長又はこれらに相

当する技術者として類似業務の実績を有する。 

③ ①及び②の実績がない。 

【注：過去４か年度の間又は当該年度の実績とする。業務実績は、国、都道府

県、市区町村等の公共測量及び国土地理院の基本測量及び公共測量の実績につ

いて評価対象とする。】 

技
術
者
資
格
等 

国土地理院に登録されている測量技術者の認定資格のうち

業務種別「○○測量」の区分Ａ（□□又は△△に限る）、区分

Ｂ（□□又は△△に限る）又は区分Ｃ（□□又は△△に限る）

の認定を受けている場合、次の順位で評価する。 

 

① 区分Ａ又は区分Ｂに該当する認定を受けている。 

② 区分Ｃに該当する認定を受けている。 

③ 認定を受けていない。 

※国土地理院に登録されている測量技術者の認定資格は次の

アドレスを参照してください。 

https://www.gsi.go.jp/common/000111347.pdf 

【注１：○○には業務種別を記載する。】 

【注２：（□□又は△△に限る）には、評価対象とする測量技術者の認定資格登

録一覧の資格名称を記載する。ただし、評価対象を限定しない場合は、

（□□又は△△に限る）の記載を省略する。】 

【注３：区分Ａ,Ｂの２区分を評価する場合は、「①区分Ａに該当する認定を受

けている。②区分Ｂに該当する認定を受けている。③認定を受けていな

い。」とする。】 

【注４：研究業務等高度な技術検討や学術的知見を要する業務の場合に技術士

資格（○○部門）、博士（○学）を評価対象とすることができる。】 

通常 

主任育成型 

業務チャレンジ型 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

班長育成型 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

① ８ 

② ６ 

③ ０ 

継
続
教
育

取
組
姿
勢 

ＣＰＤの取組姿勢について下記の項目で評価する。 

 
① 測量系ＣＰＤ協議会又は全国測量設計業協会連合会が発

行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等が有り、かつ各団
体が推奨する単位を満たしている。 

② 上記以外 
 

※継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等の写しは、次の条件を
全て満たすものとする。 

・ 公示日から過去１年以内又は公示日以降に発行されたも
のであること。 

・ 証明期間が１年（12 か月）以内であること 
・ 公示日から過去１年以内に証明期間の一部が含まれてい

ること。（休業による評価期間の延長申請をしている場合
はこの条件は含まない） 

・ 証明書は１件を評価する。複数件あるものは評価しない。 

【注：推奨単位 20 ポイント以上を評価対象とする。】 

通常 

主任育成型 

業務チャレンジ型 

① ２ 

② ０ 

① １ 

② ０ 

班長育成型 

① ２ 

② ０ 

① ５ 

② ０ 
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成
績
・
表
彰 

業
務
成
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年

度の国土地理院の業務種別「○○測量」の実績がある場合につ

いての技術者成績評定点の平均点を次の順位で評価する。（当

該年度の実績は、公示日までに測量作業等（又は測量業務）成

績評定通知書による通知を受けているものを評価する。） 

なお、主任技術者は、主任技術者として従事した業務の平均

点とし、作業班長は、主任技術者及び作業班長として従事した

業務の平均点とする。 

 

① 85 点以上 

② 83 点以上 85 点未満 

③ 81 点以上 83 点未満 

④ 79 点以上 81 点未満 

⑤ 77 点以上 79 点未満 

⑥ 75 点以上 77 点未満 

⑦ 75 点未満又は実績なし 

【注：過去４か年度の間及び当該年度の平均点とする。】 

通常 

主任育成型 

①１０ 

② ９ 

③ ７ 

④ ５ 

⑤ ３ 

⑥ １ 

⑦ ０ 

①１０ 

② ９ 

③ ７ 

④ ５ 

⑤ ３ 

⑥ １ 

⑦ ０ 

班長育成型 

①１０ 

② ９ 

③ ７ 

④ ５ 

⑤ ３ 

⑥ １ 

⑦ ０ 

評価 

しない 

業務チャレンジ型

は評価しない 

優
良
表
彰 

平成○年から令和○年の間に国土地理院の業務種別「○○測

量」について優良技術者表彰を受けた実績又は優良業務表彰を

受けた業務に従事した経験を、次の順位で評価する。 

なお、優良技術者表彰の実績又は優良業務表彰を受けた業務

に従事した経験は、主任技術者の場合は、主任技術者としての

実績又は経験とし、作業班長の場合は、主任技術者又は作業班

長としての実績又は経験とする。 

 

① 国土地理院長から優良技術者表彰を受けた実績がある。 

② ①の実績はないが、国土地理院長から優良業務表彰を受け

た業務に従事した経験がある。 

③ ①及び②の実績又は経験はないが、地方測量部長等から優

良業務表彰を受けた業務に従事した経験がある。 

④ ①～③の優良技術者表彰の実績及び優良業務表彰を受け

た業務に従事した経験がない。 

【注：表彰の翌月から４年間とする。表彰の翌月（8/1）以降、公示開始の発注

案件から適用年を切り替える。】 

通常 

① ８ 

② ６ 

③ ４ 

④ ０ 

① ７ 

② ５ 

③ ３ 

④ ０ 

主任育成型 

① ７ 

② ５ 

③ ３ 

④ ０ 

① ７ 

② ５ 

③ ３ 

④ ０ 

班長育成型 

① ８ 

② ６ 

③ ４ 

④ ０ 

評価 

しない 

業務チャレンジ型

は評価しない 

年齢 

【技術者育成の試行の場合に設定する。】 

１）主任技術者型 

主任技術者が若手技術者の場合に次の順位で評価する。 

① 生年月日が昭和○年 4 月 2 日以降 
② 生年月日が昭和○年 4 月 2 日から昭和○年 4 月 1 日まで 
③ ①及び②に該当しない 

 

主任育成型 

① ２ 
② １ 
③ ０ 

評価 
しない 
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２）作業班長型 

作業班長が若手技術者の場合に次の順位で評価する。 

① 生年月日が昭和○年 4 月 2 日以降 
② 生年月日が昭和○年 4 月 2 日から昭和○年 4 月 1 日まで 
③ ①及び②に該当しない 

班長育成型 

評価 
しない 

①１２ 
② ６ 
③ ０ 

上記のうち、「技術者資格等」を除く評価においては、実績、経験、登

録証明書等として求める期間を、産前産後休業（労働基準法（昭和 22 年

法律第 49 号）第 65 条第１項又は第２項の規定による休業）、育児休業

（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律（平成３年法律第 76 号）第２条第１号に規定する休業）及び介護休

業（同条第２号に規定する休業）を取得した期間に応じて延長できるこ

ととする。 

 

 

合計（通常、主任育成型、班長育成型） 100 点(100%) 

合計（業務チャレンジ型） 30 点(100%) 
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（３）入札段階での技術評価 
入札参加者により提出された技術提案書について評価する。以降に、評価基

準及び評価ウェイトを示す。 

 

※ 必要に応じて配置予定技術者を対象にヒアリングを実施すること。その場

合、事前に提出された実施方針に関する技術提案の内容について確認する。 

 

【①配置予定技術者の評価】 

評価 

項目 

評価の着眼点 技術点 

 判断基準 
主任 

技術者 

作業 

班長 

配
置
予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
・
実
績
等 

業
務
実
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年

度の同種又は類似業務の実績を有する者の内容を次の順位で

評価する。（国土地理院から請け負った測量業務においては、

公示日までに測量作業等（又は測量業務）成績評定通知書によ

る通知を受けているものを評価対象とする。また、当該測量業

務の技術者成績評定点が 60 点未満の場合は実績として認めな

い。） 

（配置予定主任技術者の場合） 

① 主任技術者又はこれに相当する技術者として同種業務の

実績を有する。 

② ①の実績はないが、主任技術者又はこれに相当する技術者

として類似業務の実績を有する。 

③ ①及び②の実績がない。 

 

（配置予定作業班長の場合） 

① 主任技術者、作業班長又はこれらに相当する技術者として

同種業務の実績を有する。 

② ①の実績はないが、主任技術者、作業班長又はこれらに相

当する技術者として類似業務の実績を有する。 

③ ①及び②の実績がない。 

【注：過去４か年度の間又は当該年度の実績とする。業務実績は、国、都道府

県、市区町村等の公共測量及び国土地理院の基本測量及び公共測量の実績に

ついて評価対象とする。】 

通常 

業務チャレンジ型 

① ３ 

② ２ 

③ ０ 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

主任育成型 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

班長育成型 

① ３ 

② ２ 

③ ０ 

評価 

しない 
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技
術
者
資
格
等 

国土地理院に登録されている測量技術者の認定資格のうち

業務種別「○○測量」の区分Ａ（□□又は△△に限る）、区分

Ｂ（□□又は△△に限る）又は区分Ｃ（□□又は△△に限る）

の認定を受けている場合、次の順位で評価する。 

 

① 区分Ａ又は区分Ｂに該当する認定を受けている。 

② 区分Ｃに該当する認定を受けている。 

③ 認定を受けていない。 

※国土地理院に登録されている測量技術者の認定資格は次の

アドレスを参照してください。 

https://www.gsi.go.jp/common/000111347.pdf 

【注１：○○には業務種別を記載する。】 

【注２：（□□又は△△に限る）には、評価対象とする測量技術者の認定資格

登録一覧の資格名称を記載する。ただし、評価対象を限定しない場合

は、（□□又は△△に限る）の記載を省略する。】 

【注３：区分Ａ,Ｂの２区分を評価する場合は、「①区分Ａに該当する認定を受

けている。②区分Ｂに該当する認定を受けている。③認定を受けていな

い。」とする。】 

【注４：研究業務等高度な技術検討や学術的知見を要する業務の場合に技術

士資格（○○部門）、博士（○学）を評価対象とすることができる。】 

通常 

① ３ 

② ２ 

③ ０ 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

主任育成型 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

班長育成型 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

① ４ 

② ３ 

③ ０ 

業務チャレンジ型 

① ８ 

② ６ 

③ ０ 

① ８ 

② ６ 

③ ０ 

継
続
教
育

取
組
姿
勢 

ＣＰＤの取組姿勢について下記の項目で評価する。 
 
① 測量系ＣＰＤ協議会又は全国測量設計業協会連合会が発
行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等が有り、かつ各団
体が推奨する単位を満たしている。 

② 上記以外 
 

※継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等の写しは、次の条件を
全て満たすものとする。 

・ 公示日から過去１年以内又は公示日以降に発行されたも
のであること。 

・ 証明期間が１年（12 か月）以内であること 
・ 公示日から過去１年以内に証明期間の一部が含まれてい

ること。（休業による評価期間の延長申請をしている場合
はこの条件は含まない） 

・ 証明書は１件を評価する。複数件あるものは評価しない。 

【注：推奨単位 20 ポイント以上を評価対象とする。】 

通常 

① ３ 

② ０ 

① ２ 

② ０ 

主任育成型 

① ２ 

② ０ 

① １ 

② ０ 

班長育成型 

① ２ 

② ０ 

① ３ 

② ０ 

業務チャレンジ型 

① ６ 

② ０ 

① ３ 

② ０ 
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成
績
・
表
彰 

業
務
成
績 

過去４か年度（平成○年度から令和○年度の間）又は当該年

度の国土地理院の業務種別「○○測量」の実績がある場合につ

いての技術者成績評定点の平均点を次の順位で評価する。（当

該年度の実績は、公示日までに測量作業等（又は測量業務）成

績評定通知書による通知を受けているものを評価する。） 

なお、主任技術者は、主任技術者として従事した業務の平均

点とし、作業班長は、主任技術者及び作業班長として従事した

業務の平均点とする。 

 

① 85 点以上 

② 83 点以上 85 点未満 

③ 81 点以上 83 点未満 

④ 79 点以上 81 点未満 

⑤ 77 点以上 79 点未満 

⑥ 75 点以上 77 点未満 

⑦ 75 点未満又は実績なし 

【注：過去４か年度の間及び当該年度の平均点とする。】 

通常 

主任育成型 

① ６ 

② ５ 

③ ４ 

④ ３ 

⑤ ２ 

⑥ １ 

⑦ ０ 

① ５ 

② ４ 

③ ３ 

④ 2.5 

⑤ ２ 

⑥ １ 

⑦ ０ 

班長育成型 

① ６ 

② ５ 

③ ４ 

④ ３ 

⑤ ２ 

⑥ １ 

⑦ ０ 

評価 

しない 

業務チャレンジ型

は評価しない 

優
良
表
彰 

平成○年から令和○年の間に国土地理院の業務種別「○○測

量」について優良技術者表彰を受けた実績又は優良業務表彰を

受けた業務に従事した経験を、次の順位で評価する。 

なお、優良技術者表彰の実績又は優良業務表彰を受けた業務

に従事した経験は、主任技術者の場合は、主任技術者としての

実績又は経験とし、作業班長の場合は、主任技術者又は作業班

長としての実績又は経験とする。 

 

① 国土地理院長から優良技術者表彰を受けた実績がある。 

② ①の実績はないが、国土地理院長から優良業務表彰を受け

た業務に従事した経験がある。 

③ ①及び②の実績又は経験はないが、地方測量部長等から優

良業務表彰を受けた業務に従事した経験がある。 

④ ①～③の優良技術者表彰の実績及び優良業務表彰を受け

た業務に従事した経験がない。 

【注：表彰の翌月から４年間とする。表彰の翌月（8/1）以降、公示開始の発

注案件から適用年を切り替える。】 

通常 

① ２ 

② 1.5 

③ １ 

④ ０ 

① ２ 

② 1.5 

③ １ 

④ ０ 

主任育成型 

① ３ 

② ２ 

③ １ 

④ ０ 

① ３ 

② ２ 

③ １ 

④ ０ 

班長育成型 

① ４ 

② ３ 

③ ２ 

④ ０ 

評価 

しない 

業務チャレンジ型

は評価しない 

年齢 

【技術者育成の試行の場合に設定する。】 

１）主任技術者型 

主任技術者が若手技術者の場合に次の順位で評価する。 

① 生年月日が昭和○年 4 月 2 日以降 
② 生年月日が昭和○年 4 月 2 日から昭和○年 4 月 1 日まで 
③ ①及び②に該当しない 
 

主任育成型 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

評価 

しない 
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２）作業班長型 

作業班長が若手技術者の場合に次の順位で評価する。 

① 生年月日が昭和○年 4 月 2 日以降 
② 生年月日が昭和○年 4 月 2 日から昭和○年 4 月 1 日まで 
③ ①及び②に該当しない 

班長育成型 

評価 

しない 

① ６ 

② ３ 

③ ０ 

上記のうち、「技術者資格等」を除く評価においては、実績、経験、登

録証明書等として求める期間を、産前産後休業（労働基準法（昭和 22 年

法律第 49 号）第 65 条第１項又は第２項の規定による休業）、育児休業

（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律（平成３年法律第 76 号）第２条第１号に規定する休業）及び介護休

業（同条第２号に規定する休業）を取得した期間に応じて延長できるこ

ととする。 

 

 

小計（配置予定技術者） 30 点(50%) 

 

【②ヒアリング】 

ヒアリングを通じた技術者の評価、技術提案内容の確認結果を「実施方針等」

の項目に反映させる。 
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【③賃上げ実施の表明に関する評価】 

評価項目 判断基準 技術点 

賃上げの実施
を表明した 

企業等 

令和○年４月以降に開始する最初の事業年度又は令和○年（暦年）に

おいて、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額

を３%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【大企業】※ 

３ 

令和○年４月以降に開始する最初の事業年度又は令和○年（暦年）に

おいて、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従

業員に表明していること。【中小企業等】※ 

賃上げ基準に
達していない

場合等 

前事業年度（又は前年）において賃上げ実施を表明し加点措置を受け

たが、賃上げ基準に達していない又は本制度の趣旨を逸脱したとして、

別途契約担当官等から通知された減点措置の期間内に、入札に参加し

た場合。 

－４ 

※ 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」（以下

「表明書」という。）を提出する。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表

明が必要である。 

また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表

１」を提出すること。なお、「中小企業等」とは、法人税法第 66 条第２項又は第３項に該当

する者のことをいう。ただし、同条第６項に該当するものは除く。「大企業」はそれ以外の

者のことをいう。 

なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した

率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに支出負担

行為担当官が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、所定の書類を事業年度等が終了

した後、指定の期限までに支出負担行為担当官に提出するものとする。 

 

指定の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組により加

点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意

図的に逸脱していると判断された場合は、別途、支出負担行為担当官が通知する減点措置の

開始の日から１年間、政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取組によ

り加点された割合よりも大きな割合（１点大きな配点）の減点を行う。 

なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となっ

た場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成

となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。 

 

小計（賃上げ実施の表明） 3 点(5%) 
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【④実施方針】 

評価 
項目 

評価の着目点 
技術点 

 判断基準 

実
施
方
針 

 
業務理解度 

 
◎ 

業務目的、業務内容の理解度を評価する。 

ア 当該業務の目的を具体的に示している 

① 具体的かつ的確に示している。（4 点） 

② 具体的に示している。（2 点） 

③ 具体的に示されていない。（0 点） 

イ ○○○○について具体的に示している 

① 具体的かつ的確に示している。（10 点） 

② 具体的に示している。（5 点） 

③ 具体的に示されていない。（0 点） 

ウ ○○○○について具体的に示している 

① 具体的かつ的確に示している。（10 点） 

② 具体的に示している。（5 点） 

③ 具体的に示されていない。（0 点） 

【注：「○○○○」は発注業務に応じて適宜設定】 ２７ 

実
施
フ
ロ

 

 
実施手順 

 
○ 

実施手順（実施フロー）の妥当性を評価する。 

 

ア 適切に示している。（●点） 

工
程
計
画 

 
実施手順 

 
◎ 

工程計画の妥当性を評価する。 

 

ア 当該業務の工程を適切に示している。 

① 実施すべき工程を過不足なく適切に示している。（3 点） 

② 基本的な工程を適切に示している。（1 点） 

③ 適切に示されていない。（0 点） 

技
術
提
案 

 
その他 

 
○ 当該業務の実施に係わる有益な提案がある場合評価する。 

 

ア 当該業務を実施するための有益な提案がある。（●点） 

◎：原則として設定する項目 ○：必要に応じて設定する項目 

【注：各項目の配点は、合計点（満点）が上記の技術点となるよう適宜設定】 

 

評価基準に該当しない場合は「0 点」と評価する。ただし、業務の目的、内容が十分理解されてお

らず、かつ、実施フローや工程計画の妥当性が著しく劣る場合は、評価しない（技術提案を無効と

する）。 

※実施方針・実施フロー・工程計画・技術提案の記述量は、原則Ａ４・１ページとする。 

小計（実施方針） 27 点(45%) 
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【⑤評価テーマ】 

簡易型では「評価テーマに関する技術提案」は求めない。 

合計 60 点(100%) 
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３－５ 総合評価落札方式による落札者の決定 
入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、評価値の最も高いもの

を落札者とする。評価値の算出は、加算方式を基本とし、評価値の算出方法は以

下のとおりとする。 

 

 

 

○評価値 ＝ 価格評価点＋技術評価点 

○価格評価点と技術評価点の配分＝１：１ ～ １：３ 

（価格評価点 20～60 点：技術評価点 60 点） 

○技術評価点の評価項目例 

・業務への取組方針 ：業務実施の着目点・実施方針 

・技術提案 ：評価テーマに関する技術提案 

・技術者資格 ：技術者資格及びその専門分野 

・業務執行技術力 ：同種及び類似の業務実績・業務成績 

・手持ち業務 ：手持ち業務の金額及び件数 

○価格評価点 ＝ 20～60 × （１－ 
入札価格

予定価格
 ） 

○技術評価点 ＝ 60 × 
技術評価の得点合計点

技術評価の配点合計点
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４ 総合評価落札方式における一括審査方式の試行について 
（１）目的 

総合評価落札方式における企業の技術力審査・評価を効率化することにより、

入札参加希望者・発注者双方の負担を軽減し、ワーク・ライフ・バランスの確

保に資することを目的とする。 

（２）試行対象業務 
以下の条件をすべて満たす業務を対象とする。 

① 総合評価落札方式で行われる業務。 

② 支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官が同一の業務。 

③ 業務の目的・内容及び技術力審査・評価の項目（実施方針又は技術提案の

テーマを含む）が同一で、業務規模が同程度の業務。 

④ 手続の公示、参加表明書の提出、入札、開札及び落札決定のそれぞれにつ

いて、同一日に行うこととしている業務。 

⑤ 地域貢献度及び地域精通度を設定しない業務。ただし、対象業務全てで同

じ地域貢献度等を設定する場合は、試行を可能としてもよい。 

（３）概要 
① 複数の業務に参加希望する場合は、参加希望する業務のうちいずれか１件

について参加表明書一式（技術提案書含む）を提出する。 

② ２件目以降は、「参加表明書（表紙）」及び「参加希望する業務一覧表」を

提出するものとし、その他の様式の提出を省略する。 

③ １件目の審査結果を、参加希望する全ての業務の総合評価（指名のための

評価、技術評価の双方）に利用する。 

④ 参加を希望する全ての業務に、同一の配置予定技術者で参加することとし、

落札決定を受けた者は、それ以降の入札を無効とする。 

⑤ 参加表明する業務は、参加者が自由に選択できるものとする。 

⑥ 開札及び落札決定の順番は、入札説明書に明示する。 

⑦ 同一日に開札を行う件数は、最大４件程度とする。 

⑧ 業務規模が同程度の業務は、予定価格の最も高い業務と予定価格の最も低

い業務の差額が１割程度を目安とする。 
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図８ 一括審査方式の流れ

Ａ社 

Ｂ社 

Ｃ社 
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開札１ 開札２ 開札３ 

地区３ 地区２ 地区１ 
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Ｂ社 

参加表明書 参加表明書 参加表明書 

参加表明書 参加表明書 

参加表明書 参加表明書 Ｃ社 

提 

出 

【提出資料の構成】 

参加表明書 技術提案書 
企業、技術者

各様式資料 
各様式資料 

◆標準 

◆他の参加業務 参加表明書  （参加希望する

業務一覧表）の提

出で資料を省略。 

（参加希望する 

業務一覧表） 

○公示 

複数の業務をまとめて一つの公示を行う。 
○参加表明 

参加を希望する業務に対し、参加表明書（技術提案書）等を提出。 
各様式及び添付資料はいずれか一つの業務に対して提出することで可。 
一つ公示における、配置予定技術者（主任技術者、作業班長）は 
それぞれ同じ技術者とする。 

○開札 

あらかじめ入札説明書に示した順番に開札し、業務ごとに 
最も評価値の高い者が落札者となる。 

落
札 

 

 

落
札 

落
札 

無
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無
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５ その他の留意事項 
５－１ 評価テーマの設定 

   プロポーザル方式及び総合評価落札方式において提出を求める技術提案書の

うち、評価テーマについては、調査、検討、及び設計業務における具体的な取り

組み方法について提案を求めるものであり、成果の一部を求めるものではない。

また、技術提案書の記載に当たっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成

果、現地写真を用いることは認めるが新たに作成したＣＧや詳細図面等を用いる

ことは認めない。技術提案書の作成費用は入札参加者の負担としていることに配

慮し、評価テーマ等は適切に設定することが必要である。 

 

５－２ 評価内容の担保 
プロポーザル方式及び総合評価落札方式において、契約の相手方として特定さ

れた者又は落札決定を受けた者が行った実施方針及び評価テーマに関する技術

提案の内容を、適切に契約条件として反映するものとする。 

（１）プロポーザル方式における評価内容の担保方法 
① 技術提案の特記仕様書への反映の徹底 

プロポーザル方式で特定された技術提案書の内容については、当該業務の

特記仕様書に適切に反映するものとする。 

反映する内容としては、例えば以下のようなものが挙げられる。 

・特定した技術提案において、他者と比較して優位だった内容 

・特定した技術提案に記載されている、当初予定していた検討項目に関す

る具体的な調査手法、新技術等 

・特定した技術提案に記載されている新たな追加検討項目 

また、特定後に技術提案を反映しやすいように、手続前の特記仕様書案の

記載を工夫することが考えられる。 

② 反映内容の担保 

特記仕様書に反映された技術提案書の内容が受注者の責めにより実施さ

れなかった場合は、契約書に基づき修補の請求、又は修補に代え若しくは修

補とともに損害の賠償の請求を行うことができる。また、業務成績評定の業

務執行に係る過失に伴う減点の「業務執行上の過失」として、評価項目（そ

の他）にチェックして、３点減点するものとする。 

（特記仕様書案の記載例） 

「○○○○○○○○について調査する。なお、具体的な調査手法については、

プロポーザル方式の手続において提出された技術提案の内容を受けて決定

するものとする。」 



 

75 
 

（２）総合評価落札方式における評価内容の担保方法 
① 契約書等における明記 

総合評価落札方式で落札者を決定した場合は、落札者決定に反映された技

術提案について、契約書又は業務計画書にその内容を明記するとともに、そ

の履行を確保するための措置や履行できなかった場合の措置について取り

決めておくものとする。 

契約書又は業務計画書に記載し履行を確保する内容には、標準レベルの提

案内容ととらえて加点を行わなかった内容も含めるものとする。 

② 評価内容の担保 

契約書又は業務計画書に明記された技術提案書の内容が受注者の責めに

より実施されなかった場合は、契約書に基づき修補の請求、又は修補に代え

若しくは修補とともに損害の賠償の請求を行うことができる。また、業務成

績評定の業務執行に係る過失に伴う減点の「業務執行上の過失」として、評

価項目（その他）にチェックして、３点減点するものとする。 

 

５－３ 中立かつ公正な審査・評価の確保 
プロポーザル方式及び総合評価落札方式の適用に当たっては、発注者の恣意性

を排除し、中立かつ公正な審査・評価を行う必要があることから、手続の透明性

及び競争性の向上を図るため、学識経験者等からなる総合評価委員会等を設置し

審議を行うこと。 

（１）学識経験者の意見聴取 
プロポーザル方式及び総合評価落札方式の実施方針及び複数の業務に共通

する評価方法を定めようとするときは、学識経験者の意見を聴くとともに、必

要に応じ個別業務の評価方法、技術提案書の特定及び落札者決定について意見

を聴く。 

① 実施方針の策定 

総合評価落札方式の適用業務を決定するにあたり、学識経験者の意見を聴

取する。 

② 複数の業務に共通する評価方法の策定 

特定（プロポーザル方式）又は入札（総合評価落札方式）の評価に関する

基準（評価項目、評価基準及び得点配分）及び特定する者又は落札者の決定

方法を検討するにあたり、学識経験者の意見を聴取する。 

③ 個別業務における意見聴取 

プロポーザル方式の実施に当たっては、個々の現場条件により評価項目、

得点配分等が大きく異なることや技術的に高度な提案がなされることが十

分に考えられる。この場合、業務特性に応じた適切な評価項目・基準の設定
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や、技術提案の審査を実施するにあたり、学識経験者の意見を聴取する。 

（２）技術提案に関する機密の保持 
発注者は、提出された技術提案については、提案自体が各提案者の知的財産

であることに鑑み、他者に提案者の技術提案内容に関する事項が知られること

のないようにすること、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用す

ることのないようにすること等、発注者はその取扱いに留意する。 

また、総合評価審査委員会等の学識経験者についても本審議の中で知り得た

秘密を他に漏らしてはならず、職を退いた後も同様とする。 

 

５－４ 情報公開 
手続の透明性・公平性を確保するため、選定・特定（プロポーザル方式）、指

名・入札（総合評価落札方式）の評価に関する基準、特定方法（プロポーザル方

式）や落札者の決定方法（総合評価落札方式）については、あらかじめ入札説明

書等において明らかにする。 

また、技術提案書提出者や入札参加者の技術評価点について記録し、プロポー

ザル方式においては特定後、総合評価落札方式においては契約後、速やかに公表

する。 

（１）プロポーザル方式 
① 手続開始時 

プロポーザル方式の適用業務では、説明書において以下の事項を明記する。 

１）プロポーザル方式の適用の旨 

２）参加資格 

３）技術提案書の提出者を選定するための基準 

４）技術提案書の特定のための評価に関する基準 

② 特定後 

プロポーザル方式を適用した業務において特定する者が決定した場合は、

速やかに以下の事項を公表する。公表する様式は、様式－１とする。 

１）特定した業者名 

２）各業者の技術評価点 

※「配置予定技術者の資格及び実績等」、「配置予定技術者の成績及び表彰」

「実施方針等」「評価テーマに関する技術提案」の４項目それぞれの小

計及び合計点を公表 

③ 苦情及び説明要求等の対応 

プロポーザル方式の審査結果については、技術提案提出者の苦情等に適切

に対応できるように評価項目ごとに評価の結果及びその理由を記録してお

く。 
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また、特定されなかった技術提案提出者から特定に関する情報提供依頼が

あった場合には、当該提出者と特定された者のそれぞれの項目別の得点を提

供する。 

（２）総合評価落札方式 
① 手続開始時 

総合評価落札方式の適用業務では、入札説明書等において以下の事項を明

記する。 

１）総合評価落札方式の適用の旨 

２）指名されるために必要な要件 

・入札参加者に要求される資格 

・入札参加者を選定するための基準 

３）総合評価に関する事項 

・落札者の決定方法 

・総合評価の方法 

② 落札者決定後 

総合評価落札方式を適用した業務において落札者を決定した場合は、契約

後速やかに以下の事項を公表する。 

１）落札した業者名 

２）各業者の入札価格 

３）各業者の価格評価点 

４）各業者の技術評価点 

５）各業者の評価値 

※ 標準型は、「配置予定技術者の資格及び実績等」、「配置予定技術者の

成績及び表彰」「実施方針等」「評価テーマ」の４項目。公表する様式は、

様式－２とする。 

※ 簡易型（技術者育成の試行及び業務チャレンジ型の試行を除く）は、

「配置予定技術者の資格及び実績等」、「配置予定技術者の成績及び表彰」

「実施方針等」の３項目。公表する様式は、様式－２とする。 

※ 技術者育成の試行の場合は、「配置予定技術者の資格及び実績等」、「配

置予定技術者の成績及び表彰」「配置予定技術者の年齢」「実施方針等」

の４項目。公表する様式は、様式－３とする。 

※ 業務チャレンジ型の試行の場合は、「配置予定技術者の資格及び実績

等」、「実施方針等」の２項目。公表する様式は、様式－４とする。 

※ それぞれの小計及び合計点を公表 

③ 苦情及び説明要求等の対応 

総合評価の審査結果については、入札者の苦情等に適切に対応できるよう
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に評価項目ごとに評価の結果及びその理由を記録しておく。 
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様式－１ 
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様式－２ 
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様式－３ 
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様式－４ 


